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１．はじめに 

本報告書は、農林水産省の委託事業である「米粉に係る調査」の一環として取

り組む「海外のグルテンフリー表示に係る調査」に資するため、欧米・豪州等６

か国、組織における実情を調査、とりまとめたものである。 

 欧米では小麦、大麦など麦類に含まれるグルテンの摂取で慢性的な小腸の炎

症性疾患(自己免疫疾患)を引き起こし、健康に悪影響を与えるセリアック病患者

が増え続けている。わが国での小麦アレルギー患者の比ではない。米国食品安全

医薬局（ＦＤＡ）によると 2007 年段階ですでに 150 万人～300 万人、英国国立

医療技術評価機構の 2016 年推計で欧州の患者は 500 万人以上とされる。これ

らセリアック病患者の増大に対し、各国ではグルテンフリーという用語を定義

し、食品に含まれるグルテンの含有数値を設定、消費者に誤解を与えないよう表

示の徹底を図っている。 

 主要各国に共通するグルテンフリーの表示は、小麦等１㎏当たり含有量は 20

㎎以下、つまり 20ppm 以下である。小麦アレルギー患者などからさらに厳しい

基準を求める声もあり、10ppm を認証の基準にしている認証団体もある。従っ

て多くの国では、20ppm 以下であることが認められた食品はグルテンフリー認

証マークを表示することができる。コーデックス（国際食品規格委員会）におい

ても同様、グルテン不耐症の人向け特殊用途食品の使用に関する規格（コーデッ

クス規格）でグルテンフリー表示は 20ppm を超えない場合と規定している。 

 このような表示によって、欧米ではグルテンフリー商品は活況で、近年前年比

20％増程度の伸びを示す調査もあり、最も急速に成長している消費生活・健康

食品市場の１つになっている。この市場で成功するためのカギは、製品、製造工

程に対する消費者の信頼である。最近の調査では 80％以上の消費者が他の類似

商品より、グルテンフリーラベルの付いた商品を購入すると回答しており、グル

テンフリー認証は商品に対する信用と信頼を与えている。 

 ちなみに米国では、アレルギーや食中毒などの事故を防ぐため、今年９月に

「食品安全強化法」が施行された。米国で加工食品を製造販売する業者はＨＡＣ

ＣＰ（危害分析重要管理点）を含む食品管理計画の作成が義務づけられる。従っ

て米国で加工食品を販売する我が国の業者もＨＡＣＣＰ対応が不可欠となる状

況にある。 

 こうした状況の中で、我が国に急がれるのは米粉、米粉製品のグルテンフリー

表示の基準設定である。ただし、日本では小麦アレルギー症状を呈する人は増加

傾向にあるが、セリアック病は顕在化していない。このため小麦アレルギー疾患

者はグルテン含有量が 10ppm 以上になると発症率が高いとされ、日本国内の表

示制度では 10ppm を小麦アレルギー表示をする境目としている。グルテ 
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ンの検出限界は現段階では１～２ppm で、現状通りとするか、あるいは限りな

くゼロに近づけるか、今後の基準設定のポイントとなろう。 

いずれにしても我が国農業の基幹作物である米及び米粉は、もともとグルテ

ンが入っていない。このため原料米の収穫から貯蔵、製造加工等までコンタミネ

ーション（異物混入）を防ぐ厳格な工程管理と認証までの体制を構築すれば、多

様なグルテンフリー米粉食品の進展が期待される。それは国内にとどまらず、欧

米等への輸出も可能となり、米粉の飛躍的拡大への新たな契機となることが期

待されよう。 

 なお、この調査報告書は海外の文献、資料を収集、翻訳するとともに、ジェト

ロ等国内の関係機関から提供を受けた。グルテンフリー表示基準のほか、米国で

圧倒的な力を有する非営利団体認証機関（ＧＦＣＯ）についても一項を設け解説

した。 

 できるだけ原文に基づいたまとめとなっているため、文章表現、表記にはなじ

みのない箇所もあることをご承知おき願いたい。 



各国・組織の取り組み
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（１）アメリカ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 米国では現在約 300 万人がセリアック病と推定されている。その割合は米

国人約 100 人に１人と言われている。しかし、そのうちの３％しか正式に「セ

リアック病」という診断が下されていない。50 年前に比較すると患者数は４

倍になっている。 

○ しかし、セリアック病の患者以外の消費者にもグルテンフリー食品のニー

ズが高まっている。この要因としては①セリアック病と診断を受けた人だけで

なく、グルテンフリーの食品の方がヘルシーであると信じる消費者が増え 

〈要旨〉米国では現在約 300万人がセリアック病と推定されている。その割 

合は米国人約 100人に１人と言われている。しかし、そのうちの３％しか正 

式に「セリアック病」という診断が下されていない。50年前に比較すると患 

者数は４倍になっている。 

しかし、セリアック病の患者以外の消費者にもグルテンフリー食品のニー 

ズが高まっている。この要因としては、セリアック病と診断を受けた人だけ

でなく、グルテンフリーの食品の方がヘルシーであると信じる消費者が増え

ていることなどがある。また、健康志向の高い人たちの間でグルテン含有量

が多い食品を避け、アレルギーではないが、グルテンフリー食を実践してい

る人も多い。 

こうしたことから、米国のグルテンフリー商品市場は 2002年頃から拡大し

てきた。2004 年以降 20％以上の高い成長率を記録しており、市場規模は 11

億～15 億ドルといわれ、2012年には 26億ドル市場になるという予測もある。 

 

 〈表示基準〉ＦＤＡ（米国食品医薬局）はグルテンフリー表示の基準値を設 

定するにあたり、分析的方法を基本としたアプローチを用い、グルテンフリ 

ー表示がなされている食品に対する基準の一つとして 20ppm 未満を適用し 

た。ＦＤＡが規則の施行にあたって依拠している分析方法では、20ppm のグ 

ルテンを検知することは可能だが、20ppm より低い水準のグルテンを確実に 

検知することはできないからだ。したがって 20ppm であれば商品ラベルに 

「グルテンフリー表示」を認めている。しかし、グルテンフリーの正式な定 

義は未だ確立されておらず、グルテン値がゼロを確認できるテクノロジーも 

今のところはまだない。 

グルテンフリー表示に関連して他国で定義されている「low gluten」や 

「very low gluten」などの文言を記載することについて、規則の中で定義さ

れていないので、ＦＤＡがケースバイケースで表示の正当性を判断するとし

ている。 
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ている、②アレルギー成分の有無、食物不耐性になる原因の１つであるグルテン

に敏感な消費者がベビーブーマー世代を中心に増え、子どもに対してもアレ

ルギンとなるグルテンを避けたいという思いがある（米国では少なくとも１

種類の食品にアレルギー反応を持っている人は 1,200 万人と言われている）、

③グルテン含有食品はＡＤＨＤ（注意欠如多動性障害）、ＩＢＳ（過敏性腸症

候群）、自閉症へのリスクが高まるというネガティブ報道があり、消費者がグ

ルテンフリー食品を好む傾向がある（科学的根拠はない）――とみられている。 

○ 健康志向の高い人たちの間でグルテン含有量が多い食品を避け、アレルギ

ーではないが、グルテンフリー食を実践している人も多い。消費者はグルテン

フリー商品をプロバイオティクス商品（腸の問題をサポートする素材）のよう

に漠然と腸の健康によい、という扱いをしている。また、米国人の 86％がグ

ルテンフリー商品に興味があるとアンケートに答えている（出所・ＮＮＢ 

2009 年７月号） 

○ 米国の人気司会者 Oprah Winfrey 氏が「グルテンフリーダイエット」を始

めたことが話題になり、グルテンフリー食品に注目が集まっている。（彼女が

テレビで発言する内容は常に何百万という米国人に影響を与える） 

○ グルテンフリー食品は、ヘルシーフードという流れになっているが、例えば

トルヤティーやプレーンヨーグルトなどはそのものがグルテンフリー食品で

あるにもかかわらず、商品には「グルテンフリー」のラベルがついたりする。

消費者がグルテンフリー食品という定義を誤解している可能性もある。 

○ 米国のグルテンフリー商品市場は 2002 年頃から拡大してきた。2004 年以

降 20％以上の高い成長率を記録している。市場規模は 11 億～15 億ドル（出

所：Euromonitor/Packaged Fact）といわれ、2012 年には 26 億ドル市場にな

るという予測もある。 

○ マーケットリーダーは Glutino ブランドを展開する Glutino 社で 2009 年

の売り上げは 204 百万ドル（小売ベース）に上る。 

○ グルテンフリー食品はライス、コーン、アマランス、キノアなどを原料とす

る食品が多い。 

○ かつては、大手でない自然食品（健康食品）を展開する中小企業が自然食品

店を中心に販売していたが、近年は General Mills 社などのメインストリーム

の会社がグルテンフリー商品に参入している。 

○ 市場規模が拡大しており、プレミアム価格で販売できることから、利益率が

高いため、食品企業が積極的に投資している。Whole Foods 社などでは通常

製品の 20～100％のプレミアム価格で販売している。 

○ 2008 年には米国で 25 社から約 1,200 種類のグルテンフリー食品、飲料の

新商品が発売された。（欧州では 2008 年に 376 のグルテンフリー食品が半年 
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間に新発売された） 

○ グルテンフリー商品は消費者に浸透してきており、チャネル別売り上げも

スーパーマーケットなど小売店が 30％のシェアを誇っている。 

○ 2009 年の市場調査（Nielsen）によると、2009 年の市場規模成長率は、オ

メガ-3（＋42％）、抗酸化（＋16％）、食物繊維（＋12％）、グルテンフリー（＋

13％）と、成長率が高いカテゴリーの１つになっている。 

○ 近年はソルガムやそば粉を原料にしたグルテンフリービールも売り出され

ている。 

○ ＦＤＡ（米国食品医薬局）は 20ppm であれば商品ラベルに「グルテンフリ

ー表示」を認めている（2008 年施行〈Food allergen Labeling and consumer 

Protection Act of 2004〉）。しかし、グルテンフリーの正式な定義は未だ確立

されておらず、グルテン値がゼロを確認できるテクノロジーも今のところは

まだない。 

○ 米国に輸入されるグルテンフリーの商品のうち、ＦＤＡの検査を受けるの

は１％にも満たず、グルテンフリー表示でも基準を上回るグルテンが含まれ

ている可能性は高い。 

○ 2008 年 12 月には、Whole Foods 社が表示に誤りがあったとしてグルテン

フリーの３商品を自主回収した。Whole Foods 社が限定販売したグルテンフ

リー食品３品からＦＤＡがグルテンフリー表示の基準とする 20ppm を大幅

に上回る 116～2220ppm のグルテンを検出。問題の食品を食べたグルテンア

レルギーの子どもが、少なくとも２人病院で治療を受けた。 

○ 2005 年には非営利団体の Gluten Intolerance Group of Amerika(GIG)が、

Gluten-Free Certification Organization(GFCO)を設立した。 

○ 同機関はグルテンフリー市場の監視役として、きちんと検査し、グルテン値

が 10ppm 以下の商品には、同機関公認のグルテンフリー保証ロゴの表示を認

めるとしている。 

○ GIG と GFCO は同じ場所に所在している。GIG には Alliance Partner  

として 14 社が登録されている。14 社は有料広告（Paid Advertising）を提供

することでパートナーとなっている。 

〈出典：資料 No11「グルテンフリー食品へのニーズは高まっている」〉 

 

○ 米国では食品にグルテンフリーと表示する場合、表示するために満たすべ

き条件が定められている。 

（１）対象となる食品 

FDA（米国食品医薬局）が食品医薬品化粧品法（FALCP）上で定義してい 

る「食品」に対して適用される FALCP 米国農務省（USDA）管轄下にある食肉、

家禽肉（およびその加工品）、卵製品や酒類タバコ税貿易管理局（TTB） 



8

管轄下のアルコール度数７％以上のワイン、麦芽飲料、蒸留酒は本規則の対象

外である。USDA や TTB 管轄下の食品について、FDA はグルテンフリー表

示の要件を一致させるべく、取り組みを続けるとしている。 

（２）定義および基準値 

    FDA はグルテンフリー表示の要件について次のとおり定義している。 

  グルテン含有穀物（gluten containing grain）とは、以下の穀物のいずれか 

またはその交配種とする。 

  ・コムギ属に属するいかなる種をも含む小麦 

  ・ライムギ属に属するいかなる種をも含むライ麦 

・オオムギ属に属するいかなる種をも含む大麦 

交配種の一例としては、小麦とライ麦の交配種であるライ麦が挙げられる。 

その上で、グルテンフリーのラベル表示は以下のいずれも含有していないもの、

または本質的にグルテンを含有しないものを意味するとしている。 

・グルテン含有穀物である原料（スペルト小麦等） 

・グルテン含有穀物に由来しグルテン除去処理が施されていない原料（小麦

粉等） 

・グルテン含有穀物に由来しグルテン除去処理が施されている原料（小麦で

んぷん等）、食品中のグルテンを 20ppm 以上（すなわち１kg あたり 20mg

以上）とする原料 

また、「グルテンフリー」とラベル表示されている食品にやむを得ず含ま

れるグルテンは 20ppm 未満（すなわち１kg あたり 20mg 未満）としてい

る。 

 

○ ＦＤＡはグルテンフリー表示の基準値を設定するにあたり、分析的方法を

基本としたアプローチを用い、グルテンフリー表示がなされている食品に対

する基準の１つとして 20ppm 未満を適用した。なぜならＦＤＡが規則の施行

にあたって依拠している分析方法では、20ppm のグルテンを検知することは

可能だが、20ppm より低い水準のグルテンを確実に検知することはできない

からだ。 

（３）表示方法 

  記載する文言は「gluten free」に加え「no gluten」「free of gluten」「without  

gluten」なども可能である。ただし、グルテンフリー表示と同時に小麦が原材 

料リストに記載されている場合や、アレルゲン表示規則に沿って「小麦を含む」 

との記載がある場合、「小麦」の直後にアステリスクまたは他の記号を付け、 

すぐ近くに「小麦は本食品がグルテンフリー食品に関する食品医薬局（ＦＤＡ） 

の要件を満たすために処理されています」と記載しなければならない。 

  グルテンフリーであることを自主的に表示するにあたり、文字サイズおよ 
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び文字の色は規則の中で指定させていない。また、表示する箇所についても決 

まりはない。 

  グルテンフリー表示に関連して他国で定義されている「low gluten」や「very  

low gluten」などの文言を記載することについて、規則の中で定義されていな 

いので、ＦＤＡがケースバイケースで表示の正当性を判断するとしている。 

（４）法令遵守 

  ＦＤＡは本規則においてグルテン含有の検査を義務づけていない。また、 

 第三者機関を認証し、グルテンフリーと表示されている食品の製造設備を査 

察、あるいはグルテンフリー表示されている食品が規則の定義と合っているか 

を検証する予定も今のところないとしている。 

  しかし、グルテンフリーと表示されている食品が確実に要件を満たすこと 

に対して食品製造者には責任があるので、効果的な方法で確かめることを推奨 

している。グルテンフリーの含有を確認する方法として、ガイダンスでは「原 

料におけるグルテン含有を量るテストを行う」「原料サプライヤーからグルテ 

ンの分析証明書を要求する」「第三者機関によるグルテンフリー認証プログラ 

ムに参加する」を例として挙げている。 

  もし、グルテンフリーと表示されている食品がグルテン含有水準 20ppm 以 

上など本規則の要件に反する場合、そのような商品は連邦食品医薬品化粧法に 

基づき「misubranded（不当表示）」だとみなされ、ＦＤＡは法的措置をとる 

ことがあるとしている。 

〈出典：資料 No32「米国規制情報調査―食品におけるグルテンフリー表示規制―」日本

貿易振興機構（ジェトロ）ニューヨーク事務所〉 

 

グルテンフリー食品の米国での流通状況 

米国では 2007年にＦＤＡがグルテンフリー表示の規則案を提案した頃にグル 

テンフリー食品へのブームが始まったとされる。2008 年以降、大手食品企業が

次々とグルテンフリー食品を販売し始めた。今ではレストランや小売店、ファー

マーズマーケットなどあらゆる場所でグルテンフリーの食品や料理が見られる。

また、グルテンフリーのレシピ本が販売されていることや、Open Table という

レストラン予約サイトで「グルテンフリー料理」というカテゴリーでレストラン

を検索できるなど、グルテンフリー食品は米国に住む人々にとって身近なもの

になりつつある。 

（１）販売価格 

小売店で流通するグルテンフリー食品の価格は、標準品と比較すると２～３割

高で販売されることが多い。TATES BAKE SHOP のチョコチップクッキーは、小麦

を使ったもので６パック 34.99ドル、グルテンフリーのもので６パック 39.98ド

ルと 14％割高で販売されている。一方、商品によっては２倍近くの価格差が 
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見られる場合もある。例えば、イータリーニューヨーク店では、garofalo の

パスタが小麦を使ったもので 2.55 ドル/LB、グルテンフリーのもので 4.8 ドル

/LBと約 1.9倍の価格で販売されている。また、調査を行った Key Food Fresh 

& Save では、グルテンフリーパスタは最も安い標準品と比べて３倍以上の価格

がついている。レストランでのグルテンフリー料理の価格も決して安くない。例

えば Senza Gluten（グルテンフリー専門のイタリア料理店）では、スープ・サ

ラダ・前菜がそれぞれ 10～20ドル、プリモが 17～23ドル、メインが 20～34 ド

ルほどの価格で提供されている。 

（２）売り上げに占める割合 

小売店でのグルテンフリー食品の売り上げは、一般的な小売店と自然食品店

で大きく異なる。一般的な小売店では売り上げに占めるグルテンフリー食品（本

質的にグルテンフリーの食品を除く）の割合は１％と非常に少ない。一方、自然

食品店では総売り上げの 20～30％を占めている。レストランの場合は 70～100％

となっている。レストランの場合、メニューにおけるグルテンフリーへのこだわ

りは店舗によって温度差があると言われており、今回はグルテンフリーへのこ

だわったレストランを中心に調査したため、売り上げに占める割合が特に高い

と思われる。 

（３）今後の需要見込み 

グルテンフリー食品への需要は、セリアック病患者の増加および健康志向の

高まりを受け、拡大しているとの見方が強い。今後の需要見通しについて、調査

を行った小売店・レストラン合計７店舗の全てで、今後も需要が続く、あるいは

拡大する傾向にあるだろうと回答している。需要拡大の傾向については、これま

でのグルテンフリーブームと呼ばれたような需要の急増ではなく、安定した需

要が見込まれるとの考えが多く見られる。グルテンフリー食品については、本来

グルテンが含まれる食品をグルテンフリーで提供することに需要があると考え

る小売店、レストランが多く見られ、具体的に需要の高い食品としてはパスタ、

パン、クッキーなどが挙げられている。これら食品には小麦粉の代わりにキヌア

や米、ブラウンライスなどが使われており、グルテンを気にせず、手軽に食べら

れること、グルテンが使われている場合と遜色ない味、食感であることなどが主

な理由だ。 

また、グルテンフリー食品への需要を健康志向の１つと捉える場合、グルテンフ

リーだけでなくオーガニックの条件も満たした食品の方が需要が高いと考えら

れる。実際に小売店およびレストランで流通しているグルテンフリー食品の多

くは、オーガニック食品でもあることが多い。前項で紹介したパスタおよびオー

トミールはパッケージを見て分かるとおり、グルテンフリー食品であると同時

にオーガニック食品でもある。小売店によっては、食品の調達にあたり、グルテ

ンフリーであると同時にオーガニックであることを調達で重視している 
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という声も聞かれる。レストランでも、今回調査したレストラン４店舗中３店

舗が食材調達にあたり、オーガニックであることを重視していると述べている。  

〈出典：資料 No32「米国規制情報調査―食品におけるグルテンフリー表示規制―」日本貿

易振興機構（ジェトロ）ニューヨーク事務所〉 
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アメリカの非営利団体による認証プロセスＧＦＣＯ 

機構紹介 

2005 年に設立されたグルテンフリー認証機構（ＧＦＣＯ）は、グルテン不耐症者協会

（the Gluten Intolerance Group／GIG）の産業プログラムであり、消費者に食品の安全性を

保証することを目的として、グルテンフリー商品の製造業者に対して製造過程全体を通

じた品質評価と管理対策を用いて認証サービスを提供する機構である。 

ＧＦＣＯはグルテン不耐症者協会（the Gluten Intolerance Group／GIG）の産業プログラ

ムであり、セリアック病患者や他のグルテン関連疾病患者の健康な生活を手助けする非

営利公益法人（501c3 nonprofit）である。 

〈訳者注〉 

＊ちなみに、北米グルテン不耐症者協会（the Gluten Intolerance Group of North America／

ＧＩＧ）は個人寄付、会費収入及び自らの産業プログラム（ＧＦＣＯ）等からの収入に

よって運営されている非営利公益法人（501c3 non-profit association）。GIG は1974 年に

設立されて以来、北米のグルテンフリー関係者の間でリーダー的存在として尊敬を集め

てきた。アメリカ合衆国全土にわたり地域支部があり、世界29か国でも活動している。

本部所在地はワシントン州のオーバーン。 

（右のHP を参照。https://www.gluten.org/about-us/what-we-do/） 

 

〈要旨〉米国では 2005 年に非営利団体のグルテンフリー認証機構ＧＦＣＯ

（Gluten-Free Certification Organization）が設立された。同組織はグルテン不耐

症者協会（the Gluten Intolerance Group／GIG）の産業プログラムであり、消費者に食

品の安全性を保証することを目的として、グルテンフリー商品の製造業者に対して

製造過程全体を通じた品質評価と管理対策を用いて認証サービスを提供する機構で

ある。27か国における700 以上の企業の 23,000以上の商品を認証しており、国際的

に消費者に信用されている認証マークである。食品成分や供給業者の厳格な書類審

査、定期的な現地立ち入り検査、そして基準を満たしていることを保証するための検

査結果のモニタリング等から成り立っている。 

〈表示基準〉ＧＦＣＯは製品におけるグルテンの含有量を10ppm(0.001%)以下という 

基準を設けている。ＧＦＣＯからの厳格な審査を受け、基準を満たしていると認め 

られると、認証を受けて製品にグルテンフリーの認証マークを表示することができ 

る。この基準は、コーデックス、アメリカ、カナダ、ＥＵ、その他諸国のグルテン 

フリー商品ラベル表示に関する基準に比して、より厳しいものである。 
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ＧＩＧは主に２つのプログラムを提供しており、そのうちの１つがグルテンフリー食

品製造業者を対象とした認証プログラムのＧＦＣＯ。もう一つは「グルテンフリー外食

サービス／トレーニング・認証プログラム」（The Gluten-Free Food Services Training and 

Accreditation Program/GFFS）。ＧＦＦＳは、グルテンフリーのメニューを提供する外食

産業に対して指導及び認証を行っている。 

 

業務内容 

ＧＦＣＯは、27 か国における 700 以上の企業の 23,000 以上の商品を認証しており、

国際的に消費者に信用されている認証マークである。 

ＧＦＣＯは、食品成分や供給業者の厳格な書類審査、定期的な現地立ち入り検査、そ

して基準を満たしていることを保証するための検査結果のモニタリング等から成り立

っている。 

なぜ認証が必要か？ 

現在、グルテンフリー商品市場は活況で、最も急速に成長している消費生活・健康商

品市場の１つである。この市場で成功するためのカギは、製品及びその製造工程に対す

る消費者の信頼である。5000 人以上の消費者を対象とした最近の調査によれば、80％以

上が他の類似商品よりもグルテンフリー（ＧＦ）のラベルが付いた商品を購入すると回

答している。しかし同時に、65％以上がグルテンフリー商品の製造工程をほとんど信頼

しておらず、回答者の 97％はブランドに信頼を抱いている。 

グルテンフリー認証は、商品に対する信用と信頼を消費者に与える。グルテンフリー

認証は北米ではまだ 10 年の歴史しか持っていないが、上記調査の回答者の 76％が、商

品パッケージにグルテンフリー認証を探すと回答している。 

この点で、グルテンフリー認証機構（ＧＦＣＯ）は消費者の信頼とブランド力を得る

手助けをする。ＧＦＣＯは第三者認証を提供し、グルテンフリー認証品質管理保証の最

高水準を設定する。私たちのプログラムはリスク評価・工場監査・設備テスト、そして

工場内と消費者による購入の時点における商品テストを含んでいる。 

いくつかの事実 

１．ＧＦＣＯは北米における最大で、最も急速に成長しているグルテンフリー認証機関

である。 

２．ＧＦＣＯは22,000以上の商品を認証し、27 か国において監査を行っている。 

３．ＧＦＣＯは、プログラムの水準に則った厳密な製造業者モニタリングを行っている

唯一の期間である。 

４．ＧＦＣＯ認証商品は世界中で販売されている。 

認証基準 
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ＧＦＣＯは、ＧＦＣＯのロゴを使用するあらゆる最終製品に、グルテン含有量が 10 

ppm 以下であることを要求する。 

ＧＦＣＯ認証商品において使用されている全ての成分は、厳格な承認審査プロセスを

通過する必要がある。全ての成分のグルテン含有量は、10 ppm以下でなければならない。 

大麦由来成分は、ＧＦＣＯ認証商品には使用することができない。 

ＧＦＣＯは最終製品、高リスクの原材料や製造設備の継続的なテストを要求する。 

 

ＧＦＣＯ認証製品を生産する全ての製造工場は、少なくとも年１回の検査を実施し、

ＧＦＣＯによる審査のための定期テストに最終製品を提出する必要がある。 

アレルゲン、グルテンフリーラベル表示、適正製造基準に関する全ての政府規制を順

守することが必要である。 

・ＧＦＣＯは、政府によって定められた法的要件を満たすための代用となるものではな

い。 

・ＧＦＣＯ基準は、コーデックス、アメリカ、カナダ、ＥＵ、その他諸国のグルテンフ

リー商品ラベル表示に関する基準に比して、より厳しいものである。 

〈訳者注〉 

以降の2ページはGluten-Free Food Service（ＧＦＦＳ）のホームページが混入してい

たため削除。上記のように、ＧＦＦＳは外食産業を対象とした指導・認証プログラムな

ので、ＧＦＣＯとは認証プロセスも異なる。下記の「プロセス」以下の部分は、ＧＦＣ

Ｏのホームページを訳出した。 

プロセス 

認証のために検査・検討される全ての商品や施設の申請手続きをすること。 

２． 認証と監査コストの見積りを受け取る。 

・監査コスト（検査と旅費の見積もり）は、監査のスケジュールが決まる前に支払う。 

・年間認証費用は成分、製造工場やその他の商品生産に影響を及ぼす要因のリスク評価

に基づいて算定される。 

３．ＧＦＣＯの監査役は当該施設の初期検査を行うか、またはコンサルティングが行わ

れる。 

４． 契約の準備が整い、署名がなされた後に、ＧＦＣＯロゴの使用が許可される。 

５．最後に、認証の正当性を維持するために、全ての施設において必要な定期テストを

伴うGFCO 認定検査官による年次検査が必要とされる。ＧＦＣＯは各施設で定期的な

抜き打ち検査を行い、また検査のためのサンプルを食料品店から収集することもある。 
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認証プロセスに要する時間は、申請書の複雑さや当該施設の場所次第で変わるが、工

場検査には通常6～8週間程度を要する。 

ラベル表示に関する法律 

下記の諸リンクはサービスとして提供されている。全てのＧＦＣＯ認証商品は、それ

らが販売される国々におけるラベル表示に関する法律や規制を順守しなければならな

い。ＧＦＣＯ認証は、こうした下記の法律や規制の代用をなすものではない。 

United States 

USDA – Allergens – Voluntary Labeling Statements 

Labeling/Labeling Approval 

FDA- Questions and Answers: Gluten-Free Food Labeling Final Rule  

TTB – Interim Policy on Gluten Content Statements in Labeling and Advertising of Wines, Distilled 

Spirits, and Malt Beverages 

White Paper – Labeling of Gluten Free Foods 

Canada 

Health Canada – Food Allergen Labeling 

CODEX 

Codex Standard for Foods for Special Dietary Use for Persons Intolerant to Gluten 

LOCATIONS 

ＧＦＣＯ認証が行われている国 

オーストラリア、ボリビア・チリ・コロンビア・ペルー（以上南米）、モロッコ（ア

フリカ）、カナダ・コスタリカ・ドミニカ共和国・メキシコ・アメリカ合衆国（以上北

中米）、ドイツ・ギリシャ・アイルランド・イタリア・オランダ・スコットランド・ス

ロバキア・スイス・イギリス（以上欧州）、中国・イスラエル・マレーシア・シンガポ

ール・韓国・タイ・日本（以上アジア）の計 27か国。 

よくある質問 

Ｑ．グルテンフリー認証機構の任務はなんですか？ 

（※上記と重複するので、回答省略） 

Ｑ．グルテンフリーラベル表示の付加価値・効果は何ですか？ 

Ａ．ＧＦＣＯ認証は、簡単に見分けられ、当該商品がグルテンフリーの厳格な基準を満

たしていることを消費者に保証する、認証シールを提供します。 
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Ｑ．北米及び世界において、いくつの企業がグルテンフリー認証ロゴを活用しています

か？ 

Ａ．2016 年 5 月現在、ＧＦＣＯは 31,000 個の商品、1970 種類のブランド、6 つの大陸

にわたる27か国で認証を行っています。 

 

Ｑ．グルテンフリー市場の何パーセントがＧＦＣＯ認証ロゴを使用していますか？ 

Ａ．ＳＰＩＮＳのデータによれば、2013年にＧＦＣＯは、グルテンフリー商品市場全体

の約26％を認証しました。（中略）ＧＦＣＯ認証商品は、小売市場や自然食品市場に

おいて主流となりつつあります。 

Ｑ．ＧＦＣＯは、他のグルテンフリー認証団体とはどこが違うのですが？ 

Ａ．・ＧＦＣＯは隠れた手数料や申請料を貰いません。 

・ＧＦＣＯは検査官に、継続的な研修や十分な知識量の証明を要請しています。 

・ＧＦＣＯの検査官は、定期的に監査スキルの審査を受けます。 

・ＧＦＣＯは１対１の、また集団での教育プログラムやコンサルタントを実施して

います。 

消費者 

Ｑ．グルテンフリー認証は消費者にどのような利益がありますか？ 

（※自明のため回答省略） 

Ｑ．認証は、商品にグルテンフリー表示をするために必須ですか？ 

Ａ．いいえ。認証は第三者による監査を重視し、厳格な基準を満たすことによる認証が

同業他社との差別化に役立つと考える企業による自発的なプログラムです。 

Ｑ．グルテンフリー認証は、当該商品にグルテンが含まれないことを保証しますか？ 

Ａ．認証マークは、AOAC や AACC 等の分析機関・団体によりグルテン含有量検査と

して承認されている検査方法を用いて、最終製品のグルテン及びライ麦、大麦、それ

らの交雑品種に由来する類似のタンパク質の含有量が 10 ppm 以下（5 ppm グリアデ

ン）であることを保証します。グルテン含有量がゼロであることを計測できる検査方

法は存在しません。 

Ｑ．認証商品による体調不良が生じた場合はどうなりますか？ 

Ａ．GFCOには消費者苦情対応プロセスがあります。ＧＦＣＯにコンタクトを取ってく

ださい。 

（※苦情対応プロセスの詳細は省略） 
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Ｑ．認証商品がＧＦＣＯ認証基準を満たしていない場合はどうなりますか？ 

Ａ．ＧＦＣＯには、「引き戻し措置」ないしは追加審査の実施、消費者への注意喚起、

罰金または認証取り消し等、ＧＦＣＯ基準や契約合意を順守させるための償還オプシ

ョンがあります。 

Ｑ．認証から生ずる利益はどのように使われますか？ 

Ａ．認証から生ずる利益は、認証プログラム・製品テスト・品質管理検査等の継続的な

向上をサポートし、またＧＩＧの社会・認知向上プログラムのサポートに使われます。 

認証 

基準 

Ｑ．ＧＦＣＯによるグルテンフリー認証に必要な要件は何ですか？ 

Ａ．ＧＦＣＯ認証の取得とＧＦＣＯ認証ロゴの使用を希望する企業は、マネージメント・

組織・製造工程に関する要件や、当該の最終製品のグルテン含有量が 10ppm以下である

ことの証明を含む、ＧＦＣＯ基準に明記された全ての要件を満たさなければなりません。

さらに下記の要件を満たすことが必要です。 

・ＧＦＣＯは、グルテンフリー認証を受けた製品において、小麦・ライ麦・大麦ないし

はそれらの交雑品種に由来する成分の使用を認めません。ただし、それらの成分がグル

テンを除去するために加工処理され、特別な成分マトリクスに承認されたテスト方法を

用いてグルテン含有量が 10ppm 以下であることが証明されている場合は例外とします。 

・小麦デンプン：ＧＦＣＯは、認証製品に使用されている小麦デンプンのようなグルテ

ンを除去するために加工処理された成分を、下記の条件のもとに認めます。 

・成分テストでグルテン含有量が10ppm以下であり、さらに最終製品テストでグルテン

含有量が10ppm以下であること。 

・麦芽成分：現時点において科学的に信頼・承認されているテスト方法が無いため、Ｇ

ＦＣＯは、麦芽処理・発酵処理・加水分解処理された成分や、小麦・ライ麦・大麦ない

しはそれらの交雑品種から製造された最終製品をグルテンフリーと認証しません。（後

略） 

・オーツ麦：オーツ麦については、栽培・収穫・製粉及び他の生産工程において他の穀

物と混淆していないこと、そして最終製品のグルテン含有量が 10ppm 以下であること

が証明された場合、グルテンフリー認証されることがあります。 

・イネ科植物（小麦・大麦等）：イネ科植物については、正しい方法で収穫され、グル

テン含有量が 10ppm 以下となるように加工処理された場合、グルテンフリー認証され

ることがあります。 
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・ＧＦＣＯ認証製品は、最終製品だけでなく、使用されている全ての成分について、グ

ルテン含有量が10ppm以下であることを証明するテストを受けなければなりません。 

・最終製品の希グルテン濃度に 10ppm 以上のグルテンを含む成分を混ぜ合わせること

はできません。 

Ｑ．オーツ麦は認証されますか？ 

（※上記参照） 

Ｑ．小麦デンプンを含む製品は認証されますか？ 

（上記参照） 

Ｑ．認証製品を海外で販売することはできますか？ 

Ａ．はい。ただし、ＧＦＣＯ認証はいかなる国の食品安全基準・法規の代用となるもの

ではありません。ＧＦＣＯ認証ロゴを用いて販売される製品は、当該国におけるグルテ

ンフリー製品の輸出入に関する要件を満たす必要があります。 

Ｑ．誰が監査を行うのですか？ 

Ａ．ＧＦＣＯは、危害分析重要管理点（Hazard Analysis and Critical Control Point／HACCP）

コンプライアンスやオーガニック食品、グローバル食品安全管理、また世界中の由緒正

しい監査会社等で長年の経験を持つ、ISO17020 認定の監査法人や独立監査人と連携し

ています。さらに監査人は、工場における品質管理や安全プログラムにおいても経験が

あります。 

Ｑ．ＧＦＣＯ認証グルテンフリーロゴは、他の第三者も使用することできますか？ 

Ａ．いいえ。ロゴは北米グルテン不耐症者協会（the Gluten Intolerance Group of NA／GIG）

が所有する登録商標です。明示的な許可及び契約無くＧＦＣＯマークを使用した企業や

個人は商標法違反となり、ＧＩＧの法務部門により告訴されます。 

プロセス 

Ｑ．グルテンフリー認証はどのように行われるのですか？ 

Ａ．認証プロセスは成分審査、現地調査及び工場における継続的な製品テストに基づく

１年程度を要するプロセスです。申請企業は、定期的にテスト結果をＧＦＣＯに報告す

る必要があります。いくつかの施設は、１年の間に複数回の調査を受ける必要がありま

す。 

Ｑ．グルテンフリー認証マークは、どのくらいの期間有効ですか？ 

Ａ．製品認証は１年間有効で、毎年更新されます。当該製品がＧＦＣＯ認証基準を満た

し、当該企業が契約合意を順守し続ける限り、当該製品の認証マークは引き続き使用可

能です。 
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Ｑ．認証に必要な費用はどうなっていますか？ 

Ａ．認証費用は、製品の安全性を保証するために必要な調査期間やテスト回数等の様々

な要因に基づいています。これらの費用は、製造環境のリスク特性や工場の複雑性（成

分や製品の数）に応じて変わります。しかし結局のところ、製造総費用に認証費用が占

める割合は最小限度に留まります。製造総費用のごく一部です。認証による製造業者の

純便益（製品に対する消費者の信頼の増加）は、認証に要する費用よりもはるかに大き

なものになります。下記の費用がＧＦＣＯ認証に含まれます。下記以外に、いかなる費

用や追加料金を請求されることはありません。 

・ＧＦＣＯ認証に申請費用及び書類審査費用はかかりません。 

・監査費用：監査にかかる費用は一律です。監査費用は、グルテンフリー認証製品を製

造する工場ごとにかかります。複数の工場を所有する企業には（工場ごとの）監査費用

が減額される場合があります。アメリカ合衆国における監査費用は600ドルです。 

・監査人の交通費：ＧＦＣＯの監査人グループは、企業の費用を節約できるように、可

能な場合は他の監査（ＨＡＣＣＰ，ＧＦＳＩ，ＧＭＯ等）と一緒に監査を行います。 

・認証／ライセンス費用：リスク評価に基づいて、認証及びライセンスに要する費用は

一律です。ＳＫＵの数やブランドの販売高には影響されません。 

製造業者 

Ｑ．グルテンフリー認証は製造業者にとってどのような利益がありますか？ 

Ａ．グルテンフリー認証は、当該の製造業者が厳格な基準を満たすグルテンフリー製品

を提供しているという信頼・認可・サポートを与えるため、製造業者にとって利益とな

ります。ＧＦＣＯ認定監査人よる監査も同様に、当該製造業者が製品の生産において厳

格な基準を満たしていることを証明します。さらに製造業者は、自社製品のグルテンフ

リー資格に関する問い合わせへの回答に要する貴重な時間と資源を節約することがで

きます。 

Ｑ．認証は製品に対して与えられるのですか？ 

Ａ．はい。ＧＦＣＯ基準を満たす個々の製品に認証が与えられます。認証製品を生産し

ている製造業者は、認証製品が生産されている其々の場所で監査を受けることができま

す。 

Ｑ．製造工場が認証を得ることはできますか？ 

Ａ．いいえ。ＧＦＣＯはその基準を満たす生産活動を行っている施設において生産され

た製品を認証するだけであり、工場自体の認証は行っていません。 

（※この部分は、紙資料の情報とＧＦＣＯのホームページにおける最新情報が正反対に

なっているので、最新情報を翻訳） 
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Ｑ．製造工場は、ＧＦＣＯにより認証された製品と認証されていない製品の両方を生産

することができますか？ 

Ａ．はい。認証製品の共同製造業者は、それらの施設において生産される認証製品の完

全性を維持するために適したプロセスや手順を持っています。ＧＦＣＯは、それらがＧ

ＦＣＯ認証を得ていない場合、共同製造業者とクライアントとの関係にいかなる責任も

知識も持ちません。 

（※上記もホームページの最新情報を翻訳） 

Ｑ．ＧＦＣＯ認証を得ていない場合でも、ＧＦＣＯ認証製造工場で処理された製品と名

乗ることはできますか？ 

Ａ．いいえ。私たちは製造施設の認証はしておらず、ＧＦＣＯにより認証されていない

製品は、ＧＦＣＯ認証製品の製造業者を利用することにより、ＧＦＣＯとの暗示的な関

係を示唆したり、その製品の安全性をほのめかすことはできません。ＧＦＣＯは、第三

者認証機関として、ＧＦＣＯロゴを使用している製品の生産工程を監視することができ

るだけです。ＧＦＣＯは政府機関ではなく、ＧＦＣＯにより認証されていない製品の生

産について企業に対する強制力を持っていません。 

（※上記もホームページの最新情報を翻訳） 

Ｑ．製品がすでに認証されており、その（原料）供給業者に変更があった場合はどうな

りますか？ 

Ａ．この点は契約合意に含まれます。変更はＧＦＣＯに通知しなければならず、製品段

階以前に承認された成分の変更は認証されることができます。 

監査 

Ｑ．全ての製造工場において監査が必要ですか？ 

Ａ．ＧＦＣＯ認証製品を生産する全ての工場が認証されなければなりません。監査の頻

度は当該製品の成分、製造施設や製品に関するリスクの度合いによって決まります。製

造工場は少なくとも年に１回監査を受けますが、より多くの監査が必要になるかもしれ

ません。監査は事前に通知される場合もあれば、抜き打ちの場合もあります。 

Ｑ．専用生産設備が必要ですか？ 

Ａ．いいえ。グルテンフリー専用生産施設はグルテン混入のリスクを大幅に減らします

が、それによって成分の調達や検証に関連する全てのリスクを無くすことはできません。 

Ｑ．専用製造ラインは重要ですか？ 

Ａ．グルテン含有製品の製造ラインにおいて当該グルテンフリー製品が安全に生産され

ているか否かは検査されますが、同時に、生産プロセスの種類や洗浄方法、その他の要

素も重要な要因です。ＧＦＣＯ認定監査人は、監査において他の穀物・成分が混入する 
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リスクも評価します。製造業者は、グルテン含有製品と同じ製造ラインにおいて安全な

グルテンフリー製品が生産できることに見合う洗浄プロセスを記録するために、設備テ

ストを行う必要があるかもしれません。グルテンフリー製品を製造するための専用ライ

ンや設備は、混入の可能性を大幅に減らします。 

Ｑ．ＧＦＣＯの認証要件を満たすために、どのような種類のプロセスがありますか？ 

Ａ．ＧＦＣＯは、成分の購入及び審査・生産・洗浄・アレルゲントレーニング・リコー

ルプログラム・グルテンフリー商品の包装等に関連する製造業者の標準業務手順書（Ｓ

ＯＰ）を審査します。ＧＦＣＯは、利用可能であればＧＭＣやＨＡＣＣＰプログラム、

その他の審査情報も審査します。これらの書類や現地調査、その他の要素の審査に基づ

き、ＧＦＣＯは認証を付与する前に、是正されるべきＧＦＣＯ基準からの逸脱を確定し

ます。ＧＦＣＯは製品・生産設備・原材料等に関する最低限のテスト要件を定めていま

す。 

Ｑ．テスト要件とは何ですか？ 

Ａ．ＧＦＣＯは最終製品及びその成分のグルテン含有量を 10ppm以下と定めています。

ＧＦＣＯは全ての原材料のリスク要因を確定し評価します。リスク要因は、他の成分が

混入している原材料の潜在的なリスク、成分の種類、供給業者の履歴、テスト及び他の

資料等によって決まります。これらのリスク要因が、原材料が製品の生産に使用される

以前に必要とされるテストの頻度を決定します。設備テストの頻度や必要性は、例えば

混入のリスク・洗浄プロセスの種類と妥当性・生産と設備の種類等の要因によって決ま

ります。最終製品テストは常に必要です。その頻度は生産の頻度や生産・設備・成分等

のリスクによって決まります。 

Ｑ．ＧＦＣＯによる製造業者の監査におけるコンプライアンスはどうなっていますか？ 

Ａ①．ＧＦＣＯは完璧にトレーニングされ、認定された監査人による工場監査を実施し

ています。規格化された監査報告書がＧＦＣＯに保管されています。監査報告書の審査

により、認証が与えられるか、または認証付与の前にいかなる要件が満たされるべきか、

決定されます。 

Ａ②．ＧＦＣＯは、企業に対して四半期ごとにテスト結果の報告を要請し、全てのテス

ト結果はＧＦＣＯの品質管理マネージャーによって審査されます。ＧＦＣＯ認証に見合

わないテスト結果については、是正処置を文書化し、提出する必要があります。ＧＦＣ

Ｏは販売店テストを適宜行い、また消費者及びその他の苦情を調査します。 

Ａ③．現地監査の場合は、監査人は受け取り・保管・移動・生産・洗浄・衛生・空調シ

ステム・トレーニング・テスト・包装・表示審査・是正処置プラグラム等、全ての行程

を評価します。 

Ｑ．ＧＦＣＯはラベル表示についての監査を行いますか？ 
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Ａ．ＧＦＣＯは認証ロゴの使用に関するラベル表示は審査します。しかし、ＧＦＣＯは

政府規制機関ではないので、ラベル表示に関する要件を満たしているか否かについて審

査や承認をする権限はありません。 

テスト 

Ｑ．製品の検査やテストはどのくらいの頻度で行われますか？ 

Ａ．必要とされる製品テストの回数は、認証される製品や工場の種類等の要因の数によ

ります。グルテンが混入する可能性のリスクは、最終製品における各成分及び加工助剤

に応じて確立されています。製品は、工場において適宜テストされたり、ＧＦＣＯの要

請による独自テストに回されることもあります。製造業者による製品テストは、普段の

生産場所において必要とされます。最低限のテスト要件は、認証契約に含まれています。 

Ｑ．ＧＦＣＯは、コンプライアンスのための製品チェックをどのくらいの頻度で行いま

すか？ 

Ａ．ＧＦＣＯは、製品表記に関する販売店テストを適宜行います。混入リスクが最も高

い製品はより頻繁にテストされます。このテスト費用はＧＦＣＯが負担します。また、

ＧＦＣＯは企業や製造業者に対して四半期ごとにテスト結果の報告を要請します。 

Ｑ．生産設備テストはどのくらいの頻度で必要ですか？ 

Ａ．生産設備テストの頻度は、施設の使用・機能・高リスクエリアの確定などに基づき

ます。ＧＦＣＯは設備テストにおける 10ppm 以下のグルテン含有量をテストできるテ

スト器具一式の使用を奨励しています。 

Ｑ．最低レベルのグルテン含有量を計測できる当該テストが常に最適のテストですか？ 

Ａ．必ずしもそうとは限りません。ＧＦＣＯプログラムで使用されるテスト器具を確定

する際、ＧＦＣＯの科学チームは、ＡＯＡＣやＡＡＣＣ等の科学的権威によるテスト手

順の妥当性の検証や、感受性や特異性、特殊な製品への使用等を含む様々な要素を考慮

しています。企業には自社製品に使用したテスト方法の妥当性の検証を推奨します。 

Ｑ．ＧＦＣＯが推奨するテスト方法は何ですか？ 

Ａ．ＧＩＧはＧＦＣＯ認証プログラムで使用を承認されたテスト器具・方法に関する文

書を企業に提供しています。ＧＦＣＯは、第三者による認定テスト方法や認証研究所の

使用を要請します。ＧＩＧは特定のテスト方法や研究所を保証することはありません。 

Ｑ．成分はテストされる必要がありますか？ 

Ａ．ＧＦＣＯは全ての成分のリスク評価を指定しています。高リスクの成分は、認証製

品に使用される前にテストされる必要があります。穀物由来生成物等のいくつかの原材

料は、それらがＧＦＣＯの承認する認証プログラムによってグルテンフリー認証を受け

ていない場合、製品に使用される前に追加テストが必要となる場合があります。 
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ＦＤＡ規制 

Ｑ．ＦＤＡのグルテンフリー表示規制は、ＧＦＣＯプログラムにどのような影響を与え、

それとどのように異なっていますか？ 

Ａ．2013 年８月５日、ＦＤＡはグルテンフリー表示に関する規制を施行しました。この

規制は、「グルテンフリー」と表示される全ての製品は小麦・ライ麦・大麦由来の成分

を含んではならず、グルテン含有量は 20ppm以下と規定しました。この規制は、ＦＤＡ

が、グルテンフリーという主張を検査するために相応しい努力を払わないことを意味す

る消極的な規制です。これと対照的に、ＧＦＣＯ認証は製造プロセスを対象とする積極

的な審査や、成分及び最終製品における消費者の安全を保証するためのグルテンレベル

を含み、その上限を10ppm以下に設定しています。両者のプログラムは異なっています

が、ＦＤＡ規制はＧＦＣＯ認証プログラムに影響を与えていません。 

〈出典：資料No15 アメリカの非営利団体による認証プロセス〉 
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（３）カナダ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ カナダ保健省(Health Canada)の調査によると、セリアック病は、人口の約

１％、または 34 万カナダ人に影響を及ぼしていると推定される。 

○ カナダでの販売のために利用可能なグルテンフリーとしてラベル食品に行

われている調査では、ほとんどのサンプルは、グルテンの 20ppm 未満を含有

し、試験した試料の多くは、その中にグルテン検出可能なレベルを有していな

かった。これは、グルテンフリー食品の消費量からグルテンに対する実際の露

光が可能性の高い 10mg/日よりもはるかに低いであろうことを暗示している。 

○ グルテンフリー食品に関しては、特別に処理されるか、策定されているのみ、

これらの食品は自分の健康を守るためにグルテンフリーダイエットを実行す

る必要があり、セリアック病を持つ個人を含む、個人のニーズを満たすために、

食品と考えられている特別食を目的とする場合やグルテンフリーの請求を運

ぶために許可されている。 

○ 特にグルテン源の１つとして同定されていない粒子から代替粉を用いて処

方パンセクション B.24.018 にいうと、特にサブセクション B.01.010.1 に記

載されている(1)（すなわち小麦、ライ麦、大麦、オーツ麦、小麦）、それは他

のすべての要件を満たしている場合にグルテンフリーの標識をすることがで

きた食品医薬品規制をいう。 

〈要旨〉カナダ保健省の調査によると、カナダ国内のセリアック病は人口の

約１％、または 34 万カナダ人に影響を及ぼしていると推定される。保健大臣

は、小麦、ライ麦、大麦またはそれらの掛け合わせ系統由来のグルテンの含

有量が 20ppm 以内の特別に生産されたえん麦、また、これらの「グルテンフ

リーえん麦」が、カナダで販売される食品の成分として含まれる場合に、グ

ルテンフリー強調表示の使用を認めるＭＡ（食品市販承認）を発布する意向

である。  

 カナダにはグルテンフリー食品および食品の安全コンプライアンスとマー

ケティング分野における北米有数の専門家集団として非営利団体のＧＦＣＰ

があり、グルテンフリー認証でも大きな影響力をもっている。 

〈表示基準〉小麦、ライ麦、大麦またはそれらの掛け合わせ系統由来のグル

テン含有量が 20ppm 以内の特別に生産されたえん麦、またこれらの「グルテ

ンフリーえん麦」が、カナダで販売される食品の成分として含まれる場合に、

グルテンフリー強調表示の使用が認められるＭＡ（食品市販承認）が発布さ

れる。 
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○ 食品は、セリアック病を持つ人々の健康の保護であると判断され、かつ（特

殊加工と定式化）部門 24 の他の要件を満たしている場合は、そのような食品

は、請求項「グルテンフリー」を使用することができるはずということになる。 

○ 特定の閾値はそれ自体、規則に言及されていないが、最高の現在利用可能な

科学的証拠は、グルテンを含まない食品中の 20ppm 未満のグルテンのレベル

がセリアック病を持つ人々の大多数の健康の保護であろうことを示している。 

○ 利用可能な科学的証拠に基づくと、カナダ保健省は、交差汚染の結果として

20ppm を超えないグルテンのレベルを含む適正製造基準、下準備グルテンフ

リー食品は、B.24.018 時の健康と安全の意図を満たしていることを考えてグ

ルテンフリーの主張を行っている。 

 〈出典：資料 No6グルテンフリークレームにカナダ保健省の立場〉 

 

非営利団体によるグルテンフリー認証プログラムと商標 

○ 非営利団体ＧＦＣＰ（Gluten Free Certification Program）商標が商品パッケー 

ジに表示されると、消費者は容易に安全かつ信頼性の高いグルテンフリー商品

を確認することができる。ＧＦＣＰ参加企業も、また広く知られ、尊敬され、

信頼されているセリアック患者団体の保証を活用している。 

○ ＧＦＣＰ商標の使用は、グルテンフリー認証プログラムの全ての条件を首尾 

よく満たしている企業だけが義務的かつ独占的に利用できる。 

○ ＧＦＣＰ認証には、事前に全てクリアしなければならない幾つかのステッ 

プが必要である。 

○ グルテンフリー認定は食品、ドリンクやサプリメントがグルテンフリーの安 

全性に対する厳しい基準を満たしていることを保証することにより、グルテン

に関連した様々な疾患から消費者を保護するために設計されたプロセスであ

る。本制度は、グルテンフリーの製造プロセスや表示の正当性を保証する第三

者監督があることを消費者に保証している 

○ グルテンフリー認定を提供するいくつかの認証団体があり、それぞれ消費者 

の安全を確保するために独自の基準を持っている。 

○ 認定シールは、食料品店で安全かつ信頼できる製品を特定することを容易に 

する。セリアック病やその他のグルテン過敏症を持つ顧客が迅速かつ容易に認

識し、当該製品がグルテンフリー認証を得ていることを知ることができるよう

に、グルテンフリー認定製品は概してラベルにシンボルを表示する。 

○ ＧＦＣＰは、マネジメントシステムと施設に基づいた認証である。これは本 

プログラムが安全性を確保するために製品テストのみに依存することなく、当

該施設の全体的な実行製造プロセス――原材料調達から従業員教育、清掃活動、 
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cross-contact controls、運営管理、そして最終効果テストプランに至るまでを検

証するということを意味する。 

○ ＧＦＣＰは、グルテンフリー商品生産のために厳格かつ適正な製造活動を

続ける施設のみを認証する。認証審査は、訓練を受け、承認され、独立した

国際標準化機構（ＩＳＯ）及びおよび第三者認定監査企業によって毎年実施

される。ＧＦＣＰの認証を受けた施設で製造された商品は、そのパッケージ

にＧＦＣＰや Beyond Celiac により認証された明瞭かつ認識しやすい認定商

標を表示することができる。 

○ 認証プロセスの各主要ステップに有資格の第三者専門家を有することによ

り、GFCP は、製造メーカーとプログラム、認証機関と Beyond Celiac 等との

間に利益相反が生じるいかなる可能性をも排除する、チェック・アンド・バ

ランス・システムをサポートしている。 

〈出典：資料 No16北米（主にカナダ）の非営利団体による認証プロセス〉 

 

○ カナダ保健省(Health Canada)は 11月 14日、特別に生産されたグルテンフ

リーのえん麦及びグルテンフリーのえん麦を含む製品に対して、一定の条件

下で、グルテンフリー強調表示の使用を認めるＭＡ（食品市販承認）を発布す

る旨を公表した。概要は以下のとおり。  

○ 保健大臣は、小麦、ライ麦、大麦またはそれらの掛け合わせ系統由来のグル

テンの含有量が 20ppm 以内の、特別に生産されたえん麦、また、これらの「グ

ルテンフリーえん麦」が、カナダで販売される食品の成分として含まれる場合

に、グルテンフリー強調表示の使用を認めるＭＡを発布する意向である。  

○ セリアック病は、食品経由のグルテン暴露により、高感受性のヒトに症状が

現れる免疫介在性の慢性疾患である。生涯にわたり、食事経由のグルテン源暴

露を厳格に避けることは、この疾病に対処し、有害な影響を予防するための唯

一の有効手段である。  

○ 2014 年に行われた入手可能な科学論文の文献レビューの１つでは、セリア

ック病を抱える人に対して、小麦、ライ麦、大麦またはそれらの掛け合わせ系

統由来のグルテンの含有量が 20ppm 以内の特別に生産されたえん麦の摂取制

限を助言する根拠はないと結論づけられた。  

〈出典：資料 No36 2014（平成 26）年 11月 17日 カナダ保健省「特別に生産されたグルテ

ンフリーのえん麦及びグルテンフリーのえん麦を含む製品に対して、グルテンフリー強調

表示の使用を認める食品市販承認発布」） 
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 英国国立医療技術評価機構によると、欧州におけるセリアック病患者は約 500 

万人以上、患者数は増加傾向にある。欧州セリアック協会は、受診者は患者の 

15％にとどまるものの、診察を受けていない人を含めると実際の数は増えると 

いう。グルテンフリー食品を求める消費者が増えるゆえんである。グルテンフ 

リー食品であるか否かのラベル表示は、消費者が食品を選ぶ上での大きなより 

どころとなることは間違いない。 

 この成分・ラベル表示に 2016 年７月 20 日から新しい欧州委員会規則

（No828/2014、14 年７月 30 日公表）が適用される。12 年１月に適用となっ 

た現行原則（No41/2009）に比べ、消費者保護を一層強化した内容になっている。 

 新規則のポイントは次の２点に集約できる。 

① 最終消費者への販売時における食品中のグルテン含有量が 20mg/kg 未満

に限り「グルテンフリー（gluten free）食品」、100mg/kg 未満は「超低

グルテン（very low gluten）食品」と表示できる。 

② 乳児向け調製・補完食品への「グルテンフリー食品」「超低グルテン食

品」表示の禁止。 

新規則は、消費者保護に重点を置き、食品供給企業に対しては明白な科学的 

〈要旨〉英国国立医療技術評価機構によると、欧州におけるセリアック病患 

者は約 500 万人以上、患者数は増加傾向にある。欧州セリアック協会は、受 

診者は患者の 15％にとどまるものの、診察を受けていない人を含めると実際 

の数は増えるという。グルテンフリー食品を求める消費者が増えるゆえんで 

ある。グルテンフリー食品であるか否かのラベル表示は、消費者が食品を選 

ぶ上での大きなよりどころとなることは間違いない。 

2016 年７月 20 日からの新しい欧州委員会新規則は、消費者保護に重点を 

置き、食品供給企業に対しては明白な科学的根拠に基づいた情報の全面提示

を求めている。現行規則が消費者の誤認や混乱を招きかねないという反省の

上に立っての規定である。企業側は穀類の収穫、輸送、貯蔵、製造加工の各

段階で小麦類の混入に対するリスクヘッジが必要となる。 

〈表示基準〉最終消費者への販売時における食品中のグルテン含有量が

20mg/kg 未満に限り「グルテンフリー（gluten free）食品」、100mg/kg 未

満は「超低グルテン（very low gluten）食品」と表示できる。 

乳児向け調製・補完食品への「グルテンフリー食品」「超低グルテン食

品」表示は禁止。 
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根拠に基づいた情報の全面提示を求めている。現行規則が消費者の誤認や混乱

を招きかねないという反省の上に立っての規定である。企業側は穀類の収穫、

輸送、貯蔵、製造加工の各段階で小麦類の混入に対するリスクヘッジが必要と

なる。 

 今後はグルテンフリー表示を目にする機会が増えそうだ。新規則を順守した 

グルテンフリー表示があれば、消費者の信頼を得ることになり、結果的に企業

の競争力を高めることにつながる。 

 グルテンフリー食品には、ダイエットや健康維持を目的とする需要もある。

調査会社 MarketsandMarkets によれば、世界市場では 14～19 年の間に

10.2%の成長が見込まれる。欧州の市場規模は北米に次ぐ。 

 新規則適用に際し、欧州各企業はどのように対応しているか。ほとんどの企

業が専用の製造工場を保有し、厳密なチェックやトレーサビリティーを実行し

ている。原材料の選択から製造・加工までの各段階で想定されるリスクを回避

するためだ。 

 このようなプロセスを経て開発・製造されたグルテンフリー食品は多岐にわ

たる。パン、クッキー、ケーキ、パイ、デザート、シリアル、ビール……な

ど。プライベートブランドでの供給やオンライン販売で展開する。その他、グ

ルテンフリー料理・軽食を提供する飲食店（英国）やカフェ（ベルギー）も見

られる。 

〈出典：No34「欧州 グルテンフリー市場に注目」ジェトロ海外調査部欧州ロシアＣＩＳ

課 田村典子〉 

 

欧州委員会は、欧州連合の機能に関する条約を考慮し、消費者への食品情報

規定に関する 2011 年 10 月 25 日の欧州議会及び理事会規則（EU 規則）1169／

2011 号、特にその第 36 条第 3 項-d を踏まえて、以下の規則を採択した。 

前文 

（１）セリアック病患者は、恒久的なグルテン不耐症に悩まされている。小麦 

（すなわちデュラム小麦・スペルト小麦・コラーサーン小麦等のあらゆる 

コムギ属の種）、ライ麦や大麦は、グルテンを含むことが科学的に報告さ 

れている穀物として確認されている。これらの穀物中に存在するグルテン 

は、グルテン不耐症者の健康へ悪影響を引き起こす可能性があり、したが 

って、その消費はグルテン不耐症者には避けられるべきである。 

（２）食品中のグルテン非含有ないしは低含有に関する情報は、グルテン不耐 

症者が自宅内外で食事をする際に、様々な食品を確認し、選択するために 

役立つべきである。 

（３）委員会規則（EC）41/2009 号は、食品中のグルテン非含有（gluten-free） 
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ないしは低含有（very low glute）について消費者に提供される情報に関する

整合的な規定を設定している。それらの諸規定は科学的データに基づいており、

食品中のグルテン非含有ないしは低含有について不統一に提供される情報に

よって消費者が誤解または混乱しないように担保している。 

（４）特定栄養目的食品に関する法律の改正に関連して、欧州議会規則（EU 規 

則）及び理事会規則 609／2013 号は、欧州委員会規則（EC）41/2009 号を 2016

年 7 月 20 日をもって廃止する。それ以降も、EU 規則 1169／2011 号の第 36

条第 2 項に定められた諸要件に従って、食品中のグルテン非含有ないしは低

含有についての情報に関する規定は、関連科学データに立脚し続けること、

また、消費者を誤解または混乱させる不統一な仕方で提供されないように保

証されるべきである。したがって、食品中のグルテン非含有ないしは低含有

に関して食品事業者から提供される食品情報に上記の諸要件を適用するた

めの統一的な諸条件が欧州連合において維持されること、また、それらの諸

条件が欧州委員会規則（EC）41/2009 号に基づくことが必要である。 

（５）ある種の食品は、１つまたはそれ以上のグルテン含有成分のグルテン含 

有量を減少させるために、またはそのグルテン含有成分を他の本来的にグル

テンを含まない成分に置換するために、特別に製造、調理または加工処理さ

れる。その他の食品は本来的にグルテンを含まない成分のみによって製造さ

れる。 

（６）グルテン含有穀物からグルテンを除去するには、相当の技術的困難と経 

済的制約があり、したがって、完全なグルテンフリー食品の製造は難しい。

その結果、１つまたはそれ以上のグルテン含有成分のグルテン含有量を減少

させるために製造された食品は、市場に流通しているその多くが低残留量の

グルテンを含んでいることがある。 

（７）ほとんどのグルテン不耐症者は、健康に悪影響を及ぼすことなく食事に 

オーツ麦を取り入れることができる。これは、科学界による進行中の研究と

調査の結論である。しかし主要な関心事は、穀物の収穫・輸送・保管・加工

処理等の間に発生する可能性がある小麦、ライ麦または大麦とオーツ麦の混

淆である。したがって、オーツ麦を含む製品におけるグルテン混入のリスク

は、食品事業者によって提供されるそれらの食品の関連情報において考慮さ

れるべきである。 

（８）グルテン不耐症者の各々は、一定程度に制限された範囲内において、可 

変少量のグルテンに耐性があることがある。そうした人々が市場において彼 

らのニーズと耐性のレベルに適した様々な食品を手に入れられるように、そ 

のような一定程度に制限された範囲内におけるグルテンの様々に低いレベ 

ルで、製品の選択が可能であるべきである。しかし重要なことは、そうした 

様々な製品が、加盟各国において促進されている情報キャンペーンのサポー 
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トに基づいて、グルテン不耐症者がそれらの製品を正しく用いることができ 

るように、適切にラベル表示されるべきであるということである。 

（９）１つまたはそれ以上のグルテン含有成分のグルテン含有量を減少させる 

ために、ないしは、そのグルテン含有成分を他の本来的にグルテンを含まな

い成分に置換するために、特別に製造、調理または加工処理された食品は、

本規則に定められた規定に従って、グルテン非含有（gluten-free）ないしは低

含有（very low gluten）を示す用語を用いることが可能であるべきである。ま

た、この食品は、グルテン不耐症者のために特別に調製されたことを消費者

に伝える文章を用いることも可能であるべきである。 

（10）また、本来的にグルテンを含まない成分を含む食品も、本規則に定めら 

れた規定に従って、また EU 規則 1169／2011 号に定められた公正な情報手

続きに関する一般諸条件に従うことを条件として、グルテン非含有を示す用

語を用いることが可能であるべきである。とりわけ食品情報は、現実にはあ

らゆる類似食品がそうした特性を持っている際に、当該食品のみが特有の性

質を持っているかのように示唆することにより、誤解されるべきではない。 

（11）委員会指令（EC 指令）2006／141 号は、乳児用調合乳及び幼児用調合乳 

の製造においてグルテン含有成分の使用を禁止している。したがって、これ

らの製品情報を提供する際の「very low gluten」ないしは「gluten-free」とい

う文章の使用は、本規則に従って禁止されるべきであり、これらの文章はグ

ルテン含有量がそれぞれ 100mg/kg（＊very low gluten）と 20mg/kg（＊gluten-

free）未満であることを示すために使用される。 

（12）グルテン不耐症者のための特別用途食品に関するコーデックス規格は、 

本規則の目的にとって適切に考慮されるべきである。 

（13）本規則に定められた措置は、食物連鎖・動物衛生常任委員会の意見に則 

っており、もって本規則を採択した。 

 

第 1条 

範囲及び主題 

本規則は、食品中のグルテン非含有ないしは低含有に関する消費者への情報

のための規定に適用する。 

 

第 2条 

定義 

本規則の適用上、以下の諸定義を用いる。 

 (a)「グルテン」とは、ある特定の人々には耐性がなく、水及び 0.5M 塩化ナト

リウム溶液中では不溶性で、小麦・ライ麦・大麦・オーツ麦ないしはそれらの

交雑品種及び派生物からのタンパク質分画をいう。 
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 (b)「小麦」とは、あらゆるコムギ属の種をいう。 

 

第 3条 

消費者への情報 

１．食品中のグルテン非含有ないしは低含有に関する情報が消費者へ提供され 

る場合、その情報は本規則の付属文書における声明に照らしてのみ、また同 

付属文書に定められた諸条件に従って提供される。 

２．上記第 1 段落にて言及されている食品情報は、「グルテン不耐症者向き」な

いしは「セリアック病患者向き」という文章を伴うことができる。 

３．上記第 1 段落にて言及されている食品情報は、当該食品が 

(a) １つまたはそれ以上のグルテン含有成分のグルテン含有量を減少させる

ため、ないしは、 

(b) そのグルテン含有成分を他の本来的にグルテンを含まない成分に置換す

るために、特別に製造、調理または加工処理された場合、「グルテン不耐症

者用特別調製」ないしは「セリアック病患者用特別調製」という文章を伴う

ことができる。 

 

第 4条 

乳児用調合乳及び幼児用調合乳 

乳児用調合乳及び幼児用調合乳におけるグルテン非含有ないしは低含有に関

する食品情報の規定は、委員会指令（EC 指令）2006／141 号に定義されている

ように、禁止される。 

 

第 5条 

発効及び適用 

本規則は、欧州連合官報における告示後 12 日目に発効する。 

本規則は 2016 年 7 月 20 日に適用される。 

本規則は、全体として拘束力を有し、全加盟国において直接に適用される。 

 

2014 年 7 月 30 日、ブリュッセルにて作成。 

For the Commission 

The President 

José Manuel BARROSO 

〈出典：No38食品中のグルテン非含有ないしは低含有に関する消費者への情報のための規

定要件に関する 2014年 7月 30日の欧州連合（EU）委員会実施規則 No 828/2014欧州経済

領域【EFA】関連文書〉 
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（５）イギリス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 英国国立医療技術評価機構によると、欧州におけるセリアック病患者は約500万人

以上、患者数は増加傾向にある。欧州セリアック協会は、受診者は患者の15％にとど

まるものの、診察を受けていない人を含めると実際の数は増えるという。グルテンフ

リー食品を求める消費者が増えるゆえんである。 

〈出典：資料No34「欧州 グルテンフリー市場に注目」ジェトロ海外調査部欧州ロシアＣＩＳ課 田

村典子〉 

 

○ 英国食品基準庁（ＦＳＡ）は１月 12 日、グルテンのラベル表示に関する新規則に

ついて、消費者の理解を深める目的でファクトシートを公表した。  

○ グルテンのラベル表示に関して、2012年１月１日から新規則が施行された。この表

示は、スーパーマーケット、レストラン、デリカテッセンなどで販売される全ての食

品が対象となる。 

○ 新規則では以下のように表示される。  

・グルテンフリー＝セリアック病患者向け（20ppmのグルテンを含んではならない）。  

・グルテン含有量が極めて低い＝100ppmを超えてグルテンを含んではならない。また、

グルテン含有量を減らすために特別に加工された原料を含んでいなければならない。

セリアック病患者は少量なら摂取可能であるが、頻度に関しては医療専門家と相談す

ること。  

〈要旨〉欧州におけるセリアック病患者は約 500 万人以上と言われるが、受診者は

15％にとどまっているので、実際にはもっと多く、また年々増加傾向にある。このた

めグルテンフリー食品を求める消費者が増えている。 

イギリスではグルテンのラベル表示に関する新規則が2012年に施行された。この

表示はスーパーマーケット、レストラン、デリカテッセンなどで販売される全ての食

品が対象になっている。 

〈表示基準〉新規則では以下のように表示される。  

・グルテンフリー＝セリアック病患者向け（20ppm のグルテンを含んではならな

い)。  

・グルテン含有量が極めて低い＝100ppm を超えてグルテンを含んではならない。

また、グルテン含有量を減らすために特別に加工された原料を含んでいなければ

ならない。セリアック病患者は少量なら摂取可能であるが、頻度に関しては医療専

門家と相談すること。  

・セリアック病患者向け＝このフレーズは、「グルテンフリー」及び「グルテン含

有量が極めて低い」という言葉と同時にのみ使用でき、単独では使用できない。  
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・セリアック病患者向け＝このフレーズは、「グルテンフリー」及び「グルテン含有量

が極めて低い」という言葉と同時にのみ使用でき、単独では使用できない。  

・グルテンを含む原料を不使用＝グルテンが意図的に添加されていない場合に使用さ

れるが、他の食品との接触により少量のグルテンを含んでいる可能性がある。この

フレーズについては新規則で使用規制はないが、食品がグルテンフリーであること

は保証されない。セリアック病患者は時々なら少量を摂取してもよいが、その前に

医療専門家からのアドバイスを求めること。 

〈出典：資料No37 2012（平成24）年1月12日 英国食品基準庁「グルテンに関する消費者向け

のアドバイスを公表」〉 

 

ロンドンで盛り上がるグルテンフリー 

パン食文化の欧米ではグルテンを含まない米粉などを使用し、パンとして

の味をキープしながらグルテン摂取を避けるという工夫がなされている。こ

こロンドンでも例外ではなく、この数年グルテンフリーのレストランやカフ

ェをよく目にするようになってきた。 

 ロンドン発のあるウェブ情報誌によると、英国全体で 100 人に１人はセリ

アック病を持っていて、ロンドン市内にはおよそ８万人いると推測されてい

るそうだ。セリアック病とはグルテンに対する免疫反応が引き金になって起

きる病気で、小腸から栄養を摂取できなくなり、栄養失調に陥ってしまう。

妊娠、出産、ストレスなどが原因で発病することもあるという。 

 そこで今回、妊娠をきっかけにグルテンフリー・カフェを開くに至った

「ビヨンド・ブレッド・ベーカリー」と、金融街のシティで成功を収めてい

る「ダック＆ワッフル」を紹介する。 

 ロシア人女性エレナは「ビヨンド・ブレッド・ベーカリー」の創業者。15

年前にロンドンに来た際には「セント・マーティンズ・スクールで陶器デザ

インを専攻していて、カフェをオープンするとは夢にも思わなかった」と言

う。 

 彼女の人生の転機は妊娠したことでやってきた。その時期、高血圧に悩

み、医者から勧められたグルテンフリーの食事をするようになってから高血

圧も改善し、肌の調子も良くなり、気分もすっきりするようになった。その

後、グルテンフリーを多くの人に広めたいと思い、グルテンフリーのベーカ

リー教室に通い、ネットワークをつくり、ソーホー・スクエアの近くにカフ

ェ（地下にベーカリーを併設）をオープンした。筆者が訪ねた平日の午後で

も来客は絶えず品切れも続出。取材後にエレナは２号店オープンに向けて、

候補となる物件を見に行くと忙しそうだった。 

 「ダック＆ワッフル」は、ロンドン五輪の開会式の１週間後にオープンした。イギリ

スの外食産業では珍しい 24 時間オープンのレストランとして話題 
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になっている。「ここは金融街ど真ん中でありながら、クリエーティブな若

者が集まるショーディッチ地区のすぐ隣。夜はスーツ族とファンキーな人た

ちが、週末には家族が集まる多様な客層が魅力です」とシェフのダンは話

す。 

 メニューも伝統と現代がミックスされたものになっている。たとえば店名

にもなっているダック＆ワッフルは、ダック・コンフィとダックの卵をワッ

フルの上に乗せ、メープルシロップをかけて食べるというもの。ワッフルは

グルテンフリー。こちらも筆者が訪れたランチタイムはもちろん、週末の夜

もパーティー客でいっぱいになる。 

 グルテンフリー・ムーブメントは、今後盛り上がる一方だ。 

〈出典：No39 Asahi Shimbun Digital 2015/9/30「ロンドンで盛り上がるグルテンフ

リー」〉 

以上 
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（６）ドイツ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ ドイツでは食品中のグルテン含有量に関する政府の認証制度というものは 

存在しない。あくまで業界のベストプラクティスとして政府が業界を指導し、

同時に消費者のために認知キャンペーンをしている。 

○ ドイツは欧州連合（ＥＵ）に属していることにより、欧州委員会施行規則 

に則っており、ドイツのみのガイドラインはない。 

○ 食品業界に対して欧州委員会施行規則（ＥＵ）No828/2014 が、2014 年７

月 31 日に官報で公布された。業界指導ガイドラインはＥＵ全域でこれによっ

ている。 

・目的＝いわゆるグルテンを食べると生理的に変調をきたす人 （々自己免疫疾

患としてのセリアック病（Celiac Disease）患者、小麦アレルギーを持つ人、

グルテン不耐性のない人などを指す。以下「グルテン不耐性者」という）が、

食品を選ぶ時に、確かな基準を提供し、選択の幅を広げるため。 

・対象＝最終消費者食品、半調理品、プレパック品、デリ、レストランメニュ

ーが対象。 

・内容＝様々な表記があると消費者が混乱するので、製品表記を統一する。 

「Very low gluten」か「gluten-free」か、どちらかのラベル貼付（＋貼付場所

と文字を太文字で、補足説明、成分表）を義務付けている。単に「グルテ 

〈要旨〉ドイツでは食品中のグルテン含有量に関する政府の認証制度という

ものは存在しない。あくまで業界のベストプラクティスとして政府が業界を

指導し、同時に消費者のために認知キャンペーンを行っている。また、ドイ

ツは欧州連合（ＥＵ）に属していることにより、欧州委員会施行規則に則っ

ており、ドイツのみのガイドラインはない。 

グルテンの除去は技術的に非常に困難な上に、経済的制約があり、完全に

グルテン不存在の食物の製造は困難。したがってグルテンレベルを極小に下

げることでグルテンフリーに近づけることを基本にしている。 

 

 

 
〈表示基準〉様々な表記があると消費者が混乱するので、製品表記を統一し

ている。最終消費者に販売する食品中のグルテンの量と許可される表示は次

のとおり。 

 100mg/kg=very low gluten  20mg/kg=gluten-free 

単に「グルテンが含まれています」という表記では特別食品とはみなされ 

ない。 

※100mg/kgは 100ppm、20mg/kgは 20ppmに相当する。 
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ンが含まれています」という表記では特別食品とはみなされない。 

・手段＝グルテンの除去は技術的に非常に困難な上に、経済的制約があり、完

全にグルテン不存在の食物の製造は困難である。したがってグルテンレベル

を極小に下げることでグルテンフリーに近づける。ただし、グルテン不耐性者

でもオーツ麦なら悪影響が出にくいことが認められているので、オーツ麦を

代用する方法（オーツ麦の研究は今後の課題）がある。問題はオーツ麦に小麦・

ライ麦・大麦等が混入すること。そのために保管、製造、パッケージのライン

でＧＭＰ（※）が義務付けられている。 

・ほかに小麦グルテンと小麦スターチに分離する方法がある。ＷＨＯ（世界保

健機構）の国際食品規準である Codex Standard118-1979,163-1987 で認めら

れている方法。小麦粉＋水でこねて、練ったものから何度もグルテンを洗い流

して小麦グルテンと小麦スターチに分離する。 

・最終消費者に販売する食品中のグルテンの量と許可される表示 

  100mg/kg=very low gluten 

   20mg/kg=gluten-free 

※GMP=適正製造基準。Good Manufacturing Practiceの略。アメリカ食品医薬品

局が、1938年に連邦食品・医薬品・化粧品法に基づいて定めた医薬品等の製造品

質管理基準。各国がこれに準ずる基準を設けており、日本では、医薬品医療機器等

法に基づいて厚生労働大臣が定めた医薬品等の品質管理基準をいう。 

〈出典：資料 No12ドイツにおけるグルテンフリーの認証制度についての調査結果〉 

 

グルテンフリーは日本でもおなじみになってきた言葉だが、ドイツでは「ラ

クトースフリー」も一般的な健康基準になってきている。ラクトース 

（lactose）とは乳糖で、哺乳類の乳汁に含まれる２糖類のことを言う。摂取

された乳糖は、小腸内の乳糖分解酵素（ラクターゼ）により分解され、小腸粘

膜から吸収されるが、不耐症の場合、この小腸での乳糖分解がうまく機能せず

に、乳糖が腸内に残留する。遺伝的に日本人の８割ほどが乳糖不耐症だと言わ

れている。ラクトースフリーは、乳糖過敏症や不耐症の人にとって非常に重要

なガイドラインとなっている。ちなみにこの２つは、ドイツ語で

「Laktosefrei/Glutenfrei」と食品に表示されている。 

〈出典：資料 No40「海外オーガニック事情」2016年６月 30日号〉 
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（７）フランス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 食品のラベル表示に関するＥＵの主な規制は、加盟各国の国内法との整合

性を図るために改正されてきており、欧州議会・理事会指令 2000/13/EC（お

よびその改正）として１つにまとめられている。 

○ これらＥＵレベルでの規制はフランス国内法に順次適用され、食品ラベル

表示義務は、フランスの消費法典（Code de la consommation）の食品表示関

連の条項である R112-9 条に規定されている。つまりフランスの食品ラベル表

示規制はＥＵ指令を根拠としている。 

○ 表示の対象となる原材料は、製造または調製過程で使用される添加物も含

めた原材料で、形状が変化しても最終製品に存在するものである。ただし、製

造工程中に一時的に分離した原材料で、再混入時に元の比率を超えることの

ない原材料、加工補助として使用される原材料、基準値で使用した溶剤または

媒体、添加物以外で加工助剤の目的で使用するものについては、最終的に残存

する物質であっても原材料とはみなさず表示義務はない。 

 

アレルギー、アルレゲン表示 

○ アレルギーに関する表示は、添加物を除く原材料が最終製品で２％以下の

場合には表示義務を免除されることになっている。 

○ 表示が義務付けられているアレルギー物質（アレルゲン）は以下のとおり

（詳細は欧州委員会指令第 2007/68/号（欧州議会・理事会指令第 2000/13 号

の改正指令）の付属書Ⅲa の（１）－④原材料リストにおけるアレルギー物質

の表示を参照。フランスの消費法典 R112-16-1 条附則４条にも同一内容で記

載されている）。 

〈要旨〉食品のラベル表示に関するＥＵの主な規制は、加盟各国の国内法と 

の整合性を図るために改正されてきており、欧州議会・理事会指令として１ 

つにまとめられている。これらＥＵレベルでの規制はフランス国内法に順次 

適用され、食品ラベル表示義務は、フランスの消費法典（Code de la 

consommation）の食品表示関連の条項である R112-9条に規定されている。 

つまりフランスの食品ラベル表示規制はＥＵ指令を根拠としている。 

 

 〈表示基準〉セリアック症など、グルテンアレルギーに対応した「グルテン

フリー」食品に対して、2012 年１月１日から表示可能なグルテン含有量が

「20mg／kg 未満」（20ppm）となった。また、グルテン含有量が「100mg／

kg 未満」（100ppm）の場合は「グルテンが極めて少ない」と表示することが

可能となった。 
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・グルテンを含有する穀物（小麦、ライ麦、大麦など）および同製品 

・甲殻類および同製品  ・卵および同製品  ・魚類および同製品 

・ピーナッツおよび同製品  ・大豆および同製品  ・牛乳および同製品 

・ナッツ類（アーモンド、ヘーゼルナッツ、ピスタチオ等）および同製品 

・セロリおよび同製品  ・マスタードおよび同製品 ・ごまおよび同製品 

・濃度が１キロ／１リットルあたり 10 ミリグラム以上の二酸化硫黄または

亜硫酸塩（SO2） 

・ルピナスおよび同製品  ・軟体動物および同製品 

○ セリアック症（maladie coeliaque：グルテン不耐症）など、グルテンアレ

ルギーに対応した「Sans gluten：グルテンフリー」食品に対して、2012 年

１月１日から表示可能なグルテン含有量が「20mg／kg 未満」となる。また、

グルテン含有量が「100 ミリグラム／kg 未満」の場合は「tres faible teneur 

en gluten：グルテンが極めて少ない」と表示することが可能となった（法的

根拠は 2009 年１月 20 日付欧州委員会規則第 41/2009 号）。 

 

フランスの公的表示システム 

○ フランスには欧州共同体の公的品質表示である原産地呼称保護のモデルと

なった原産地呼称（ＡＯＣ）のほか、主要な公的品質表示として、有機農産物

を保証する有機農業（ＡＢ=Agriculture Biologique）、品質を保証するラベル

ルージュ（Label Rouge）、品質基準適合保証（Certification de Conformit）

がある。 

〈出典：資料 No33「平成 21年度フランスにおける食品表示等に関する制度の概要」日本貿

易振興機構（ジェトロ）農林水産部〉 

 

健康志向のパリジェンヌが注目するグルテンフリー 

グルテンとは、小麦や大麦に含まれるタンパク質のこと。このグルテンを摂

らない食事法がグルテンフリーダイエット。つまり、パンやパスタ、小麦粉を

使うお菓子やシリアルを避けて、もし食べたい場合は、米粉のパンやパスタに

置き換えるというもの。グルテンを摂らないことにより、体が疲れにくくなっ

たり、肌色が良くなったりと効果を実感する人が現れ、健康志向のオーガニッ

クラバーに注目されている。 

アメリカでは５年ほど前から火がつき、グルテンフリーの食材やレストラン

の数も豊富にあり、人々にもかなり浸透している。そんなグルテンフリーブー

ムがパリに上陸したのはつい最近のこと。パリで最初のグルテンフリースイー

ツ店である「ヘルムト・ニューケーキ」がオープンしたのを始めとして、おし

ゃれなグルテンフリーレストランが次々に登場している。 
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中でもレストラン「ノグル（Noglu）」は、メニューがグルテンフリーとい

うだけではなく、見た目や味も洗練されている。アメリカやイタリアなど世界

中に住んだ後、パリに戻ってきたフレデリックさんが、話題のレストランが集

まるパサージュパノラマにオープンした。 

「30 代半ばの時、原因不明の体調の悪さが続いた。改善しようといろいろと

試してみた結果、グルテンアレルギーを発症していたことが分かった。その後

パリに戻ると、グルテンフリーで美味しいものを食べられる所が無いことに気

がついて、自分でやることにした」と、フレデリックさんは「ノグル」開店ま

での経緯を説明してくれた。 

その厨房を預かるのは、ミシュラン３つ星のレストランでも長年修行を積ん

できた日本人シェフの柳瀬さん。オーナーのフレデリックさんのコンセプトど

おり、身体に良いだけではなく、美味しいものを追求している。「牛乳を豆乳に

置き換えれば、いろんな料理がグルテンフリーになる」と言う。 

メニューも普通のビストロのように毎日変わる。つまり、グルテンフリーだ

からといってバリエーションが少ないわけでは決してない。米粉を使ったパス

タやステーキがメニューに並ぶこともある。特に「ノグル」自慢のスイーツ

は、見た目も可愛いいものが多く女性向きだ。 

健康志向のパリジェンヌが今注目しているグルテンフリーレストラン「ノグ

ル」。パリ風にアレンジされたグルメなグルテンフリーフードは観光客にも人気

を呼びそうだ。 

〈出典：資料 No41  PHYT’S JOURNAL「フランス通信」 For your organic life 2014/7/8〉 
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（８）オーストラリア 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．食品・農産物の安全性確保に関する所管 

  豪州は 1983 年、旧英国植民地としての歴史と文化的背景を共有し、経済・

通商面での結び付きが強いニュージーランドとの間で、豪州初の自由貿易協定

（ＦＴＡ）である豪州・ニュージーランド経済緊密化協定（ＡＮＺＣＥＲ）を締

結した。両国はまた、食品安全性の確保に対する取り組みにおいても規制の共通

化を推進し、豪州・ニュージーランド食品安全基準（Australia New Zealand 

Food Standards Code=ANZFSC）を制定。91 年に設立された豪州全国食品安全

局（National Food Authority=NFA）を改組する形で、96 年にＡＮＺＦＳＣを

管轄する機関として豪州・ニュージーランド食品安全局（ＦＳＡＮＺ）を設立し

た。豪州・ニュージーランド食品規制閣僚会議（ＡＮＺＦＲＭＣ）は、豪州連邦

政府と豪州の各州・準州、ニュージーランド政府の保健および関連所轄大臣によ

って構成される両国の食品規制に関する基本方 

〈要旨〉海洋に囲まれ、近隣国とは異質な独自の生態系を有している豪州の 

自然環境は、一般的に外来の生物や害虫、疫病に対して非常に脆弱であると 

される。このことから、国内の自然環境や農業生産を保護する目的で、1902 

年連邦検疫法、1992 年連邦輸入食品管理法などの法律や、科学的なリスク分 

析に基づき、空港港湾や国際郵便の集荷施設等では、諸外国の規制と比較す 

ると強力な検疫体制を実施している。食品安全に対する意識も強く、グルテ 

ンフリー表示についてもいち早く取り組み、欧米と同様に“グルテンフリー 

先進国”といえる。国内のスーパーや食料品店には「グルテンフリー」と表 

示された様々な種類の商品が並び、美容と健康を気遣うオージーたちの必須 

アイテムとして定着している。 

〈表示基準〉食品のグルテン含有量に関する表示は、規則により許可されな

い限り禁止する。 

 グルテンフリー食品の効果に関する表示は、当該食品が下記に該当する場

合を除き、してはならない。 

 ①検出可能なグルテンを含んでいないこと。 

 ②オーツ麦およびそれらの製品を含んでいないこと。 

 ③麦芽処理されたグルテンを含むシリアル、およびそれらの製品を含んで

いないこと。 

 低グルテン含有食品に関する表示は、当該食品のグルテン含有量が 1000g

あたり 20mg未満である場合を除き、してはならない。 
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針を策定する最高意思決定機関である。 

 

２．食品表示 

  食品の原材料、栄養分、製造年月日・賞味期限、使用法、保存法、原産国な

どに関する表示規定は、豪州・ニュージーランド食品安全局（ＦＳＡＮＺ）が

発行する食品安全基準（Food Safety Code）の第１章２節「食品表示および情

報提供に関する規定」に定められている。概要は次のとおり。 

１項 食品表示の定義等 

２項 食品の種類 

３項 警告文および助言文 

４項 原材料の表示 

５項 包装食品の製造日・賞味期限等の表示 

６項 使用法・保存法 

７項 ＜空欄＞ 

８項 栄養分に関する表示 

９項 警告文等表示の法的正統性 

10 項 原材料および内容物の含有率等に関する表示 

11 項 原産国表示 

 

３．製造・小売業の取り組み 

  包装食品・飲料および日用雑貨品の製造業者の業界団体である豪州食品日

用品雑貨委員会（ＡＦＧＣ）は、業界の自主規制に主眼をおいた基準を設け、

消費者に対する食品安全性の確保に取り組んでいる。ＡＦＧＣが運営してい

る自主規制の基準には次のものがある。 

（１）１日当たりの摂取量（ＤＩＧ）の表示 

   １日当たりの摂取量の表示はＡＦＧＣが 2006 年に開始した任意のプロ

グラムで、①食品に含まれる熱量と糖分、脂肪、飽和脂肪酸を含む脂肪、ナ

トリウム、炭水化物、タンパク質の６つの基礎的な栄養分の含有量、②平均

的な成人の１日の適切な摂取量に占める割合を食品に表示するものである。 

   ＡＦＧＣの発表（2009 年 11 月）によると、プログラムには 80 以上の食

品ブランドが参加しており、1,100 種類以上の商品に記載されている。ＡＦ

ＧＣの調査によると、消費者の 74％がＤＩＧ表示について「知っている」

と答え、58％が「商品を選ぶ際に便利だ」と答えたという。 

（２）子ども向け食品の広告宣伝への自主規制 

   豪州では、大手ファストフードチェーンや飲料メーカー等の子ども向け

広告宣伝が、子どもの肥満、健康状態の悪化を助長しているとの批判が高 
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まり社会問題化した。このため、ＡＦＧＣは全国広告協会（Australian 

Association of National Advertisers=AANA）と連携して、健康的な食事の

選択を促す枠組み作りに乗り出し、広告宣伝の自主規制基準を 2009 年１月

からスタートさせている。現在、大手食品・飲料メーカーなど 16 社がプロ

グラムに参加している。 

（３）アレルギー物質表示の徹底 

   豪州では、アレルギーを持つ子どもが誤ってピーナツを食べて死亡する

事件がマスコミで取り上げられるなど、アレルギーのリスクに関する食品

表示の問題がクローズアップされている。ＡＦＧＣは 2007 年に「アレルギ

ー物質の管理と表示ガイド」を作成し、食品製造・加工業界に対して表示の

徹底とリスク予防を促している。 

 

４．消費者団体の取り組み 

  豪州消費者協会（Australian Consumers Association=ACA）は、豪州で販

売される様々な商品・サービスの品質や性能について調査を実施し、雑誌「チ

ョイス（Choice）」やウェブサイト（http://www.choice.com.au/）を通じて、

消費者に情報提供を行う、非営利団体である。雑誌は会員の定期購読者向けに

有料で郵送され、一般の書店で購入することはできないが、ウェブサイトに掲

載された各商品の批評記事の詳細は有料でダウンロードできる。 

  食品に関しては、その効用やリスク、適切な取り扱い方法について紹介する

とともに、表示と実際の栄養成分との比較を行っている。また、ＡＣＡは原産

国や遺伝子組み換え（ＧＭ）の表示、有機食品の真偽、特定の商品の栄養成分

の分析など、食品の安全性や品質に関する重要な課題についてキャンペーン

を実施し、消費者に情報提供を行っている。さらに、ＡＣＡは食品の安全性や

品質ガイドラインを検討するいくつかの官民機関にも代表を送っている。 

〈出典：資料 No43 「オーストラリアにおける食品・農産物の安全性確保に対する取り組

み」日本貿易振興機構（ジェトロ）農林水産部〉 

 

 

規格 1.2.8 栄養成分情報要件 

目的 

本規格は、本規則のもとでラベル表示される必要のある食品との関連におい

て、またこれらのラベル表示要件を免除された食品のために、栄養成分情報要件

を定める。本規格は、栄養成分情報が提供されなければならない場合と、その情

報が提供される方法について規定する。 
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本規格は、乳児用調合乳製品に関する規格 2.9.1 ないしは乳児用調合乳製品に

関する過渡的規格-規格 1.1A.1 が別に規定するところの、乳児用調合乳製品には

適用されない。規格 2.9.1 は、乳児用調合乳製品に適用される特定栄養ラベル表

示要件を定めている。ビタミン及びミネラルに関する規格 1.3.2 は、食品のビタ

ミン及びミネラル含有量に関する表示のための表示要件を定めている。 

 

第 1部―解釈 

条項 

１．解釈 

（１）平均エネルギー量 

fat（脂肪）means total fat. 

グルテンは、セリアック病や疱疹状皮膚炎の病状に関連する、小麦・ラ

イ麦・オーツ麦・大麦・ライ小麦・スペルト小麦等の主要タンパク質を

意味する。 

monounsaturated fatty acids（一価不飽和脂肪酸） 

means the total of cis-monounsaturated fatty acids and declared as 

monounsaturated fat. 

栄養表示は、当該食品が一般的ないしは特徴的な、また肯定的ないしは

否定的に表示される栄養的特性を持っていることを記述、示唆または含

意する表記を意味し、次の諸成分への言及を含む。 

(a) エネルギー、または 

(b)塩、ナトリウム及びカリウム、または 

(c)アミノ酸、炭水化物、コレステロール、脂肪、脂肪酸、繊維、タンパ

ク質、デンプン及び糖、または 

(d)ビタミン及びミネラル、または 

(e)その他の栄養素、または 

(f)生物学的活性物質、 

しかし、下記は含まない 

(g)成分一覧表、公式名称、その他の公式情報等への言及、または 

(հ) 第 5 条項により必要とされる栄養素ないしはエネルギーに関連する

細目規定、または 

 

(i)一般的に認知されている食品名への言及、または 

(j) その叙述が別に条例及び本規則により必要とされる場合、ある栄養 

素、成分及びエネルギーの量的ないしは質的な叙述へのラベル表示

における言及、または 

(k)還元アルコール含有量への言及。 
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(2)本規格がカロリー量に示された平均エネルギー含有量を許容する場合…

（後略） 

２． エネルギー要素 

（１）本条項においては、エネルギー要素とは食品成分の代謝エネルギー（ME）

を意味する…（後略） 

（２）食品成分に関連するエネルギー要素は…（後略） 

 

第 2部―栄養成分情報パネル 

３．栄養成分情報要件と免除 

第４条項を条件として、下記の食品を除いて、包装食品のラベル表示は栄養

成分情報パネルを含まなければならない。 

 

４．食品関連で栄養表示がなされる際の栄養成分情報パネル要件 

（１） 食品関連で栄養表示がなされる場合、当該食品パッケージのラベル表示

に栄養成分情報パネルが含まれなければならない。 

 

５．栄養成分情報パネルにおける所定の申告 

（１）栄養成分情報パネルは次の細目を含まなければならない。 

 

（２）栄養成分情報パネルは次のように明記しなければならない。 

（３）栄養成分情報パネルでは「一人前」という用語は次のように置き換えられ

る。 

（３Ａ）栄養成分情報パネルでは「炭水化物」という用語は「総炭水化物」に置

き換えられる。 

（４） 栄養成分情報パネルはトランス脂肪酸、多価不飽和脂肪酸および一価不

飽和脂肪酸に関する申告を含まなければならない…（下記和訳略） 

（５）栄養成分情報パネルは、食物繊維の含有ないしは非含有に関する申告を含

まなければならない。 

（７）副条項 4 及び 5 で規定された情報は、栄養成分情報パネルに記載される 

場合、次のフォーマットにより定められなければならない。 

（８）パネルにおける食物繊維の申告は、第 18 条項に従って決められた食物繊 

維の申告でなければならない。 

 

７．毎日の摂取量に関する情報の割合（下記和訳略） 

８．小包装食品（下記和訳略） 

９．乾燥食品及び濃縮食品（下記和訳略） 
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10．事前に水気を切る食品（下記和訳略） 

11. 他の食品とともに調理または消費される食品（下記和訳略） 

 

第 3部―栄養表示のための条件 

 

12．食品中の多価ないしは一価不飽和脂肪酸含有量に関する表示（下記和訳略） 

13．食品中のオメガ不飽和脂肪酸含有量に関する表示（下記和訳略） 

14．食品に関する低ジュール表示（下記和訳略） 

15．食品に関するラクトース表示（下記和訳略） 

16．食品のグルテン含有量に関する表示 

（１）食品のグルテン含有量に関する表示は、本規則により許可されない限り、 

これを禁止する。 

（２）グルテンフリー食品の効果に関する表示は、当該食品が下記に該当する 

場合を除き、なされてはならない。 

(a) 検出可能なグルテンを含んでいないこと、 

(i) オーツ麦及びそれらの製品を含んでいないこと、 

(ii) 麦芽処理されたグルテンを含むシリアル、及びそれらの製品を含んでい

ないこと。 

（３）低グルテン含有食品の効果に関する表示は、当該食品のグルテン含有量 

が 100g あたり 20mg 未満である場合を除き、なされてはならない。 

編者注： 

本条項の副条項（2）と（3）は、グルテンフリー食品ないしは低グルテン含有

食品の効果について、一定の指定条件が満たされる場合には、これを許可する。 

（４）グルテン含有食品ないしは高グルテン含有食品の効果に関する表示は、 

なされることができる。 

 

17．食品の塩、ナトリウムまたはカリウム含有量に関する表示（下記和訳略） 

 

第 4部―その他 

18．食品中の総食物繊維量、とくに指定食物繊維含有量を測定するための分析 

方法（下記和訳略） 

〈出典：資料 No29  STANDARD 1.2.8 NUTRITION INFORMATION REQUIREMENTS〉 

 

オーストラリアでも定番の「グルテンフリー」 

○ オーストラリアのスーパーや食料品店で買い物をしていると、グルテンフリーと表示

されたさまざまな種類の商品が並んでいるのを目にする。モデルや有名人が取り入れてい

ることなどから話題になり、今では美容と健康を気 
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遣うオージーたちの必須アイテムとして定着した。オーストラリアのグルテン

フリー市場について紹介する。 

○ グルテンとは、小麦、大麦、ライ麦などの穀物から生成されるたんぱく質

の一種の事。Glue (糊) が語源で、その名のとおり粘りを持ち弾力のある麺

やパンなどを仕上げる性質がある。うどんやラーメンの麺、ピザ生地のもち

もち感はグルテンのおかげということ。しかしその一方、一部の人には食べ

た後に強いアレルギー反応を起こすことでも知られている。アナフィラキシ

ー･ショックほどの命にかかわるほどでなくても、摂取することで腸に軽い

炎症を起こすこともあるようだ。 

○ スーパーなどで購入する食料品だけでなく、オーストラリアの都市部にあ

るレストランやカフェでは、グルテンフリーのメニューを常時揃えている店

が多い。また、アレルゲンを含む食材の使用情報をメニューや Webサイトで

開示することがごく一般的に行われ、店を選ぶひとつの基準にもなってい

る。 

○ オージーは食への関心が高く、レストランに入る前にその店のメニューを

じっくりチェックしている姿をよく見かける。日本のように写真入りのメニ

ューはほとんどないが、その分ひとつひとつ料理の細かな説明文が書かれて

いる。お店の前には常にメニューを配置し、それだけを見に来る人も多い。

食材や調味料についてスタッフに詳しい説明を求める姿もよく見られた。こ

れは食に対して先進的な多国籍国家ならではの光景かもしれない。 

〈出典：資料 No42 健康情報サイト・FYTTE（フィッテ）〉 
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（９）コーデックス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グルテン不耐症者のための特別用途食品に関するコーデックス規格（コーデ

ックス規格 118号）の内容は次のとおり。 

１．範囲 

1-1 本規格はグルテン不耐症者の特別な食事ニーズを満たすために調製、加工

処理ないしは調理された特別用途食品に適用する。 

1-2 その天然由来の性質によりグルテン不耐症者が消費するに適した一般消費

用食品については、本規格セクション 4-3 の規定に従って、その適合性を示

すことができる。 

 

〈要旨〉コーデックス委員会はコーデックス基準やコーデックス規約とよば

れる食品の国際基準（General Standard for Contaminants and Toxins in 

Food and Feed）をつくる政府間組織。正式名称は Codex Alimentarius 

Commission（国際食品規格委員会）で略称はＣＡＣ。国際間の食品取引が増

大する中、国ごとで異なる食品に関する規制や規約を標準化し、食品の安全

で公正な貿易を促すため、国連食糧農業機関（ＦＡＯ）と世界保健機関（ＷＨ

Ｏ）が 1963年に共同で設立した。中心的な業務の１つとして、国際的な食品

規格に関する政府間機関や非政府団体に対する援助や業務の調整がある。規

格が策定された時はＣＡＣが世界に公表し、策定後に浮上した諸問題の解決

にも取り組んでいる。2011年 7月の時点で世界の 184か国とヨーロッパ連合

（ＥＵ）が加盟しており、日本は 1966年（昭和 41）に加盟した。事務局はイ

タリア・ローマのＦＡＯ本部内に置かれている。総会と執行委員会の下に 27

の部会と１つの特別部会がある。グルテンについても規格を定めた。 

〈表示基準〉グルテンフリー食品は下記の要件を満たす食事療法用食品であ

る。 

○小麦、ライ麦、大麦、オーツ麦ないしはそれらの交雑品種を含まない１つ

またはそれ以上の成分のみから構成または製造され、グルテン含有量レベル

が合計 20mg/kg 未満であること。 

○グルテンを除去するために特別に加工処理された小麦、ライ麦、大麦、オ

ーツ麦ないしはそれらの交雑品種を含まない１つまたはそれ以上の成分から

構成され、グルテン含有量レベルが合計 20mg/kg 未満であること。 

○グルテン含有量を 20mg/kg レベル以上 100mg/kg レベル未満まで減少させ

るために特別に加工処理された小麦、ライ麦、大麦、オーツ麦ないしはそれ

らの交雑品種を含まない１つまたはそれ以上の成分から構成されること。 
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２．定義説明 

2-1 定義 

本規格が対象とする製品は次のように定義される。 

2.1.1 グルテンフリー食品 

グルテンフリー食品は下記の要件を満たす食事療法用食品である。 

a) 消費者に配送または販売される食品という前提のもとで、小麦（すなわち

デュラム小麦・スペルト小麦・カムート小麦等のあらゆるコムギ属の種）・ラ

イ麦・大麦・オーツ麦ないしはそれらの交雑品種を含まない１つまたはそれ以

上の成分のみから構成または製造され、グルテン含有量レベルが合計 20mg/kg

未満であること、または 

b) 消費者に配送または販売される食品という前提のもとで、グルテンを除去

するために特別に加工処理された小麦（すなわちデュラム小麦・スペルト小麦・

カムート小麦等のあらゆるコムギ属の種）・ライ麦・大麦・オーツ麦ないしは

それらの交雑品種からの１つまたはそれ以上の成分から構成され、グルテン含

有量レベルが合計 20mg/kg 未満であること。 

2.1.2 グルテン含有量を 20mg/kg レベル以上 100mg/kg レベル未満まで減少させ

るために特別に加工処理された食品。これらの食品はグルテン含有量を

20mg/kg レベル以上 100mg/kg レベル未満まで減少させるために特別に加工処

理された小麦（すなわちデュラム小麦・スペルト小麦・カムート小麦等のあら

ゆるコムギ属の種）・ライ麦・大麦・オーツ麦ないしはそれらの交雑品種から

の１つまたはそれ以上の成分から構成される。 

本セクションで説明された製品の市場販売に関する判断は、各国レベルで決

定されることができる。 

2.2 補足的定義 

2.2.1 グルテン 

本規格の目的にとって、「グルテン」は、ある特定の人々には耐性がなく、水

及び 0.5M 塩化ナトリウム溶液中では不溶性で、小麦・ライ麦・大麦・オーツ麦

ないしはそれらの交雑品種及び派生物からのタンパク質分画として定義される。 

2.2.2 プロラミン 

プロラミンは、40-70％エタノール溶液により抽出されるグルテン分画として

定義される。小麦のプロラミンはグリアジン、ライ麦はセカリン、大麦はホルデ

イン、オーツ麦はアベニンである。 

しかし、グルテン過敏性という用語を用いることが通例である。グルテンのプ

ロラミン含有量は約 50％とされている。 

 

３．本質的組成及び質的要素 
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3.1. 上記 2.1.1-a)と-b)で言及されている製品は、消費者に配送または販売され

る食品として、そのグルテン含有量が 20 mg/kg を超えてはならない。 

3.2 上記 2.1.2 で言及されている製品は、消費者に配送または販売される食品

として、そのグルテン含有量が 100 mg/kg を超えてはならない。 

3.3 本規格が対象とし、必須基礎食品を代替する製品は、それらが代替する本

来の食品とほぼ同量のビタミン及びミネラルを提供するべきである。 

3.4 本規格が対象とする製品は、グルテンの混入を避けるために、「適正製造

基準」（Good Manufacturing Practice／GMP）のもとで特に注意深く製造される

べきである。 

 

４．ラベル表示 

「事前包装食品のラベル表示に関する一般規格」（コーデックス規格 1-1985

年）及び「特別用途用事前包装食品のラベル表示及び請求に関する一般規格」（コ

ーデックス規格 146-1985 年）に含まれる一般ラベル表示規定に加えて、また特

定食品に適用されるコーデックス規格で定められている全てのラベル表示規定

に関連して、「グルテンフリー食品」のラベル表示に関する下記の諸規定を適用

する。 

4.1 本規格のセクション 2.1.1 で説明されている製品の場合、「グルテンフリ

ー」という用語は製品名のすぐ近くに印刷されるべきである。 

4.2. セクション 2.1.2 で説明されている製品のラベル表示は各国レベルで決定

される。しかし、これらの製品はグルテンフリーと呼称されてはならない。そ

れらの製品のラベル表示用語は、当該食品の天然成分を表示すべきであり、製

品名のすぐ近くに印刷されるべきである。 

4.3. その天然由来の成分によりグルテンフリー食事療法の一部に適した食品

は、「特定食品」や「特別規定食」、またいかなる同様の用語も表示するべき

ではない。しかし、そうした食品のラベルは、それが本規格セクション 3.1 に

て定められたグルテンフリーに関する本質的組成規定を満たし、その文章が消

費者を誤解させないことを条件として、「この食品は天然由来のグルテンフリ

ーです」という文章を用いることができる。消費者が誤解させられないように

するためのより詳細な規則については、各国レベルで決定されることができる。 

 

５．分析とサンプリングの方法 

5.1 方法の概要 

食品及び成分中のグルテン含有量の量的決定は、免疫学的方法または少なく

ともそれと同等程度の感度性と限定性を提供することのできる他の方法に依

拠する。 
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使用される抗体は、グルテン不耐症者にとって毒性のある穀物タンパク質分

画に反応し、他の穀物タンパク質や他の食品及び成分抗生物質に交差反応しな

い。 

決定に使用される方法は、それが利用可能であれば、認証標準物質に対して

検証または較正される。 

検出限界は既存技術と技術標準に応じて適切でなければならない。それは

10mg/kg グルテン、ないしはそれ以下であるべきである。 

グルテンの存在を示す質的分析は、関連諸方法に依拠する（ELISA-based 

methods, DNA methods 等）。 

5.2. グルテンの決定方法 

Enzyme-linked Immunoassay (ELISA) R5 Mendez 法。 

1979 年採択、1983 年修正、2008 年改正。 

〈出典：No28 CODEX STANDARD FOR FOODS FOR SPECIAL DIETARY USE FOR PERSONS 

INTOLERANT TO GLUTEN〉 

 

コーデックス委員会（国際食品規格委員会）は 2008 年６月 30 日から７月４

日にスイスのジュネーブで開催した第 31 回総会における栄養・特殊用途食品部

会（CCNFSDU）でグルテンフリーについて協議した。内容は次のとおり。 

〈事項〉 

グルテン不耐症患者のための特別用途食品のコーデックス規格会提案 

〈概要〉 

 小麦不耐症患者及びセリアック病患者のために病者用食品に関して、グルテ

ンフリー食品、低グルテン食品等、表示するための基準を定めるもの。 

〈審議結果〉 

 セリアック病患者によって、低グルテン食品が適切に使用されるよう、広報キ

ャンペーンに力を入れるとともに、小麦不耐症患者のオート麦摂取に関するリ

スク評価を推し進めるべきとのＥＣの意見に留意した上で、原案どおり採択さ

れた。 

〈出典：資料 No35 ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品規格計画 第 31回コーデックス総会〉 
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３．日本との関わり（参考） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 日本の伝統食品が意外にもグルテンフリー食品として認知されているケー

スもある。たとえば「しらたき」は欧州の一部の地域でパスタの代用品として

利用されている。低カロリーかつグルテンフリーの食品というのが人気の理

由だ。2014 年開催の食品見本市 Biofach（ドイツ）や SIAL（フランス）にも

出品。イタリアではトマトやバジルソースをかけて現地風アレンジで食す。 

○ 大福などの米粉加工品の和菓子も、英国では同様にグルテンフリーとして

好まれている。元来は現地在住の日本人向けに日本から輸出されたもの。 

○ グルテンフリー食品の表示新規則や市場の成長にともない、消費者の意識

も高まりつつある。日本人の知恵と技術に裏付けされた伝統食品は現地の調

理法にもなじむようだ。その多くはグルテンフリーであり、それを前面に押し

出せばビジネス機会となり、グルテンフリー食品市場のみならず、多様化する

欧州の食品市場にもマッチする可能性がある。 

○ 特に注目すべきは日本の伝統的食品の健闘である。これは「おいしい健康 

〈要旨〉日本の伝統食品が意外にもグルテンフリー食品として認知されてい

るケースがある。たとえば「しらたき」は欧州の一部の地域でパスタの代用

品として利用されている。低カロリーかつグルテンフリーの食品というのが

人気の理由だ。大福などの米粉加工品の和菓子も英国では同様にグルテンフ

リーとして好まれている。 

特に注目すべきは、日本の伝統的食品の健闘である。これは「おいしい健

康食」としての日本食人気によるところが大きい。日本人の知恵と技術に裏

付けされた伝統食品は、現地の調理法にもなじむようだ。その多くはグルテ

ンフリーであり、それを前面に押し出せばビジネス機会となり、グルテンフ

リー食品市場のみならず、多様化する欧州の食品市場にもマッチする可能性

がある。 

〈表示基準〉グルテンフリーの表示は、商品の表に「GLUTEN FREE」と表記し

ているケースが多い。米を使っていることに言及するより、グルテンフリー

と説明した方がセリアック病や小麦アレルギーのお客さんに安心してもら

え、購買につながると考えているようだ。また、社によっては、日本および米

国で GLUTEN FREE MYSTER ブランドを商標登録している。The Gluten 

Intolerance Group によるグルテンフリー認証を取得している場合もある。  

多くの社では、グルテンフリーと表示するようになってから国内外からの

注文が増えたという。また、グルテンフリー認証取得後は国内バイヤーから

の引き合いが増え、売り上げ増につながったという。 
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食」としての日本食人気によるところが大きい。溜まり醤油をグルテンフリー食

品として欧州に輸出している大手醤油メーカー関係者は「90 年代、欧州での

日本食定着化に伴い、セリアック病患者向けにグルテンフリー醤油のニーズ

が高まった。そこで着目したのが、名古屋で古来から醸造されてきた溜まり醤

油だった」と言う。 

○ 原料に小麦を使った醤油が多い中、これは大豆と塩のみで仕込む。欧州向け

には、この溜まり醤油を小麦使用の醤油と差別化し、グルテンフリー食品とし

て輸出した。日本産醤油の価格は中国産や韓国産より高いが、よく売れるのは、

品質への信頼感と風味の良さがあいまっての結果だ。 

○ 大塚製薬は子会社ニュートリション・エ・サンテ（フランス）が 2012 年に

グルテンフリー食品事業を手掛けるバルビフォーム社の全株式を取得したと

発表した。 

○ キッコーマンは 1990 年に入り、主にドイツや北欧で醤油の需要が伸びたこ

となどから、1997 年にオランダ工場を設立。欧州での現地生産に切り替え、

グルテンフリー醤油を生産している。 

○ 島根県出雲市の井ゲタ醤油は、溜まり醤油に「グルテンフリー」と表示。現

在、英国、フランス、スペイン、ロシアへの出荷待ちで引き合いが多いという。 

○ 岐阜市の小林生麺は、米粉を使ったラーメンやうどんに「グルテンフリー」

と表示し、英国、フランス、スペインに輸出している。米粉麺製造法を独自に

開発し特許を取得。米粉麺専用工場で安心・安全な米粉麺を製造している。ア

レルギーに悩む知人のために製造したのが始まりだったが、今や欧州でのラ

ーメンブームに乗り、売れ行きは好調だ。 

〈出典：資料 No34「欧州 グルテンフリー市場に注目」ジェトロ海外調査部欧州ロシア

ＣＩＳ課 田村典子〉 

 

○ 三重県伊賀市の伊賀越株式会社は醤油、味噌、漬物、佃煮の製造・販売を手

掛ける。天然醸造醤油について様々な商品を製造しており、その中の１つに

「グルテンフリー丸大豆醤油」がある。同商品は原料をすべて大豆にし、うま

みの強い醤油に仕上げている。このための製造設備の変更やラベルの差し替

えなどの対応をすることは特になかったという。背景には、グルテンフリーの

溜まり醤油については他の醤油と別のラインで製造しており、充填作業につ

いても小麦を原料に含む他の醤油と混ざらないように手作業で行っているた

め、小麦粉などのグルテン含有穀物が混入することはないとの判断があった。 

同社は５～６年前にオーストラリアや欧米諸国を訪問した際に、グルテンフリ

ーに着目したのをきっかけに、グルテンフリー丸大豆醤油の製造・販売 
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を始めた。グルテンフリーの表示は、キャップの部分と「丸大豆醤油」の文

言の上の計２か所に「GLUTEN FREE」と記している。「グルテンフリーと表示す

ることで、健康志向を持つ消費者に買ってもらいたい」と本城社長は語ってい

る。 

○ 熊本市の熊本製粉株式会社は小麦粉、米粉の製粉やミックス粉の製造・販

売を手掛けている。独自の製粉技術により、きめ細かくふっくらしたパンや

お菓子を作ることができる新しい米粉を開発した。また、米粉だけでなくド

ーナツやパンケーキに用いる米粉のミックスや玄米を粉砕した玄米粉も販

売している。 

製造設備の変更やラベルの差し替えなどの対応をすることは特になかっ

たという。従業員および工場を小麦粉と米粉で分けているため、問題ないと

判断した。 

グルテンフリーの表示は、商品名のすぐそばに「Gluten Free」と表示して

いる。また、同商品は The Gluten Intolerance Group によるグルテンフリ

ー認証を取得しており、ロゴを表示している。 

○ 岐阜市の小林生麺株式会社は生麺の製造・販売を手掛ける。原料となる小麦

粉、米粉、バレイショ、澱粉などはすべて国産を用いており、生ラーメン、生

米粉麺、生パスタなど生の面にこだわりをもつ。規則の施行により、製造設備

の変更やラベル差し替えなどの対応をすることは特になかったという。背景

には、米粉麺については米粉専用工場で製造しているため、小麦粉などグルテ

ン含有穀物が混入することはないとの判断があった。 

グルテンフリーの表示は、商品の表に「GLUTEN FREE NOODLE」と表記してい

る。米を使っていることに言及するより、グルテンフリーと説明した方がセリ

アック病や小麦アレルギーのお客さんに安心してもらえ、購買につながると

考えている。また、同社は日本および米国で GLUTEN FREE MYSTER ブランドを

商標登録している。The Gluten Intolerance Group によるグルテンフリー認

証を取得しており、認証マークを商品の右下に表示している。 

グルテンフリーと表示するようになってから国内外からの注文が増えたと

いう。また、グルテンフリー認証取得後は国内バイヤーからの引き合いが増え、

売り上げ増につながった。 

〈出典：資料 No32「米国規制情報調査―食品におけるグルテンフリー表示規制―」日本

貿易振興機構（ジェトロ）ニューヨーク事務所〉 
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No 標題・タイトル 当該国名 

１ Survey of Tea for the Presence of Gluten 米国 

２ Gluten Detection 米国 

３ 
Development of an lncurred Cornbread Model for Gluten 

Detection by lmmunoassays 
米国 

４ 
Gluten detection in foods available in the United 

States-Amarket survey 
米国 

５ 食品表示。食品のグルテンフリーのラベリング 米国 

６ グルテンフリークレームにカナダ保健省の立場 カナダ 

７ アレルゲンラベリング 豪州 

８ グルテンフリー欧州関係資料①2014年７月 30日付改定規則 ＥＵ 

９ 
グルテンフリー欧州関係資料②2011 年 10 月 25 日付改定規

則 
ＥＵ 

10 グルテンフリー欧州関係資料②2009年１月 20日付改定規則 ＥＵ 

11 グルテンフリー食品へのニーズは高まっている 米国 

12 
ドイツにおけるグルテンフリーの認証制度についての調査

結果 
ドイツ 

13 ＵＳ政府による 2013年８月の取り決め〈Ｑ＆Ａ〉ＦＤＡ 米国 

14 ＵＳ政府による業界への指針 ＦＤＡ 米国 

15 アメリカの非営利団体による認証プロセス 米国 

16 北米（主にカナダ）の非営利団体による認証プロセス カナダ 

17 Gluten-Free Labeling of Foods 米国 

18 サプリ認証機関 米国 

19 
地方スーパーにおけるグルテンフリー商品（米粉パン含む）

常温コーナー〈写真〉 
米国、英国 

20 グルテンフリーの店内表示 米国、英国 

21 セリアック病財団によるグルテンフリー食品の表示方法 米国 

22 
米国食品医薬品局によるグルテンフリー食品表示のために

定義 
米国 

23 
米国食品医薬品局による医療従事者のための食品安全と栄

養資源 
米国 

24 
ＮＨＩ（米国国立衛生研究所）によるセリアック病の定義と

事実他 
米国 

25 
ＮＨＩ（米国国立衛生研究所）によるヨーロッパでのセリア

ック病の有病率：集中化 
米国 

26 ＷＯＧ（世界消化器病学会）報告 米国 
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27 
ニューヨークタイムス記事「誰がグルテンのためにガッツを

持っていますか？」 
米国 

28 
CODEX STANDARD FOR FOODS FOR SPECIAL DIETARY USE FOR 

PERSONS INTOLERANT TO GLUTEN 

CODEX 

 

29 STADARD 1.2.8 NUTRITION INFORMATION REQUIREMENTS 豪州 

30 COMMISSION REGULATION(EC)No41/2009 of 20 January 2009 ＥＵ 

31 
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION(EU)No828/2014 of 30 

July 2014 
ＥＵ 

32 
「米国規制情報調査―食品におけるグルテンフリー表示規

制―」日本貿易振興機構（ジェトロ）ニューヨーク事務所 
米国 

33 
平成 21 年度 フランスにおける食品表示等に関する制度の 

概要 日本貿易振興機構（ジェトロ）農林水産部） 
フランス 

34 
「欧州 グルテンフリー市場に注目」ジェトロ海外調査部欧

州ロシアＣＩＳ課 田村典子〉 
ＥＵ 

35 
ＦＡＯ／ＷＨＯ合同食品規格計画 第 31 回コーデックス総

会 
CODEX 

36 

2014（平成 26）年 11 月 17 日 カナダ保健省「特別に生産

されたグルテンフリーのえん麦及びグルテンフリーのえん

麦を含む製品に対して、グルテンフリー強調表示の使用を認

める食品市販承認発布」） 

カナダ 

37 
2012（平成 24）年 1月 12日 英国食品基準庁「グルテンに

関する消費者向けのアドバイスを公表」 
イギリス 

38 

食品中のグルテン非含有ないしは低含有に関する消費者へ

の情報のための規定要件に関する 2014年 7月 30日の欧州

連合（EU）委員会実施規則 No 828/2014 欧州経済領域

【EFA】関連文書） 

ＥＵ 

39 
Asahi Shimbun Digital 2015/9/30「ロンドンで盛り

上がるグルテンフリー」 
イギリス 

40 「海外オーガニック事情」2016 年６月 30 日号 ドイツ 

41 
PHYT’S JOURNAL「フランス通信」 For your organic life 

2014/7/8 
フランス 

42 健康情報サイト・FYTTE（フィッテ） 豪州 

43 
「オーストラリアにおける食品・農産物の安全性確保に対す

る取り組み」日本貿易振興機構（ジェトロ）農林水産部〉 
豪州 
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